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原子力安全委員会 原子力安全基準・指針専門部会 

立地指針等検討小委員会 第３回会合 

議事次第 

 

１．日 時：平成２１年７月２２日（水）１３：３０～１７：００ 

 

２．場 所：原子力安全委員会第１・２会議室（虎の門三井ビル２階） 

 

３．議 題： 

  （１）立地指針等に関する検討について 

  （２）その他 

 

４．配付資料 

   立小委第３－１号   事務局への要請事項 

   立小委第３－２－１号 立地指針等検討小委員会第１回会合における意見

のまとめ（案） 

   立小委第３－２－２号 立地指針等検討小委員会第２回会合における意見

のまとめ（案） 

   立小委第３－３号   我が国の立地に係る品質保証規程等 

   立小委第３－４号   立地指針改定・関連事項に関する年表 

   立小委第３－５号   原子炉立地における環境保全に係る規制について

の米国と我が国の比較 

   立小委第３－６号   立地指針改定に係る課題・意義（立小委第２－７

号改） 

   立小委第３－７号   立地評価のソースタームに係る検討 

   立小委第３－８号   立地評価用事故の一本化について 

   参考資料第３－１号  ＩＡＥＡ安全基準（立地）と安全委員会立地指針

の発行・改訂経緯（参考資料第２－２号改） 
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出 席 者 

 

●委員 

  △石島 清見       梶本 光廣       川上 博人 

   酒井 一夫       竹下  功      ◎平野 光將 

   藤城 俊夫       本間 俊充       山口  彰 

   山内 喜明 

 

注）◎：主査、△：主査代理 

 

●原子力安全委員会 

   鈴木 篤之       早田 邦久       久住 静代 

   小山田 修       久木田 豊 

 

●オブザーバー 

   辻倉 米蔵       宮野  廣 

 

●原子力安全・保安院 

   小野 祐二 

 

●事務局 

   岩橋 理彦       角田 英之       山田 知穂 

   与能本 泰介      丸山 秀明       重松 交響        

   佐藤 博之       高坂  潔       佐々木 誠 
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午後１時３１分 開会 

○平野主査 それでは、所定の時間がまいりましたので、第３回の立地指針等検

討小委員会を開催したいと思います。 

 本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。 

 この会合は公開となっておりますので、発言内容は速記録として残すことにな

っております。ご発言が重ならないよう、ご発言は進行役の指名後ということで、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 まず 初に、事務局の幹部の人事異動がありましたので、自己紹介をお願いい

たします。 

○角田審査指針課長 事務局長は間もなく到着すると思いますが、先週の火曜日

に審査指針課長を拝命いたしました角田と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○平野主査 それでは、事務局長は来られてからということで、続いて定足数の

確認と配付資料の確認をお願いします。 

○重松安全調査副管理官 それでは、事務局から定足数の確認をさせていただき

ます。 

 本小委員会は、専門委員から成る全構成員の２分の１の出席で会合が成立する

ことになっております。現在の構成員数は１１名でございますので定足数は６名

でございます。現時点で、今日は岡本先生がご欠席ということで、岡本先生を除

く１０名の専門委員がご出席ということで、定足数に達しております。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元に配付されており

ます議事次第、その下に資料がございます。立小委第３－１号、事務局への要請

事項、立小委第３－２－１号、立地指針等検討小委員会第１回会合における意見

のまとめ、立小委第３－２－２号、立地指針等検討小委員会第２回会合における

意見のまとめ、立小委第３－３号、我が国の立地に係る品質保証規程等、立小委

第３－４号、立地指針改定・関連事項に関する年表、立小委第３－５号、原子炉

立地における環境保全に係る規制についての米国と我が国の比較、立小委第３－

６号、立地指針改定に係る課題・意義、立小委第３－７号、立地評価のソースタ

ームに係る検討、立小委第３－８号、立地評価用事故の一本化について、 後に

参考資料第３－１号、ＩＡＥＡ安全基準（立地）と安全委員会立地指針の発行・
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改訂経緯でございます。それで、 後の参考資料第３－１号についてでございま

すが、これは前回会合でのご指摘を受けて改定したものでございます。内容とい

たしましては、評価指針とＩＡＥＡのセーフティ・ガイズの発行状況を追記して

おります。 

 それから、緑色の紙ファイルで指針の抜粋、それから前回までの配付資料を綴

じた常備資料を用意してございます。 

 本日用意した資料は以上でございます。お手元の資料に不足がございましたら

お申しつけください。 

○平野主査 よろしいでしょうか。 

 本日は、主に前回の続きで、検討課題についての議論と、そのうち具体的な課

題としてのソースタームについてを中心にご議論いただきたいと思っております。 

 ただ、その前に、前回までの意見のまとめと事務局への要請事項について幾つ

か事務局から説明いただきます。お願いします。 

○与能本安全調査管理官 それでは、資料３－１号と３－２－１号、３－２－２

号を説明させていただきます。 

 まず３－２－１号でございますが、これは第１回会合における意見のまとめと

いうことであります。それから、３－２－２号は同様に第２回会合における意見

のまとめでございまして、先生方には既にメールで配付して、この内容で良いか

ということを確認してございますが、先生方でも目を通しておられない方もおら

れると思いますので、何かご意見があればよろしくお願いいたします。 

 このような意見をまとめる趣旨でございますが、こういった文書がそのままこ

れからの取りまとめを作る時に非常に役立てることができるということと、先生

方にぜひ積極的にご意見を表明していただきたいという趣旨でございます。です

から、会合において発言された正確な内容というよりも、会合において説明され

たかった内容を後から振り返ってもう一度書いてもらうと、そういった意味でコ

メントを書き込んでいただければと思います。 

 その意味で訂正がございまして、タイトルのところに「案」というのを付けて

ください。これは「案」を付けるのを忘れておりました。「意見のまとめ

（案）」ということでございます。 

 この中で、こういったご意見をいただいた中で、特に事務局に対してこういっ
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たことを調査するようにという指示が出されたものをまとめたのが資料３－１号

でございます。第１回の要請内容、第２回の要請内容をこのように列挙しており

ます。 

 本日は、このうち対応状況のところを見ていただきますと、第１回の７以降の

ところで今回対応させていただきます。まず、第１回の７、諸外国における立地

に際しての公益性の検討や代替サイトに関わる規制要求について、これは今回対

応するというよりも、第２回の６と併せて資料を作成するという意味でございま

す。失礼しました。ここで訂正をお願いしたいんですが、これは６ではなくて７

でございます。７で第２回のところで同様なご質問として、公益的な事業の出発

点としての公益宣言がＩＡＥＡの立地基準では含まれているのではないか、そう

いったご指摘がございましたので、これに併せて資料を作成したいと思います。 

 本日は、その下以降のところを、資料番号３－５号、３－７号、参考資料３－

１号、３－４号、３－３号を用いて説明したいと思います。 

 これに関しては以上でございます。 

○平野主査 今、事務局のほうから、まとめの案を作ったという趣旨も含めて説

明がありましたけれども、メールで既に送ったということでありますが、今、何

かお気づきの点がありましたらご発言ください。 

 よろしいでしょうか。この意見のまとめは、あくまでもそれぞれの第１回、第

２回の時の皆様の発言を、その趣旨を生かして、「てにをは」は別としてまとめ

たものですけれども、これからの議論の中で、あの時にはああいう考えだったけ

れども議論の中で意見が変わるとか、それは大変結構なことでございますので、

このまとめの発言に余り固執せずに議論を積み重ねていきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 では、その次、資料３－３号、我が国の立地に係る品質保証規程等についてご

説明願います。 

○佐々木技術参与 技術参与の佐々木です。立小委第３－３号で説明させていた

だきます。我が国の立地に係る品質保証規程等ということで資料を用意してまい

りました。 

 これまで、ＩＡＥＡの中で品質保証についての要求があるということから、我

が国ではどうなのかという話がありましたので、まず１ページの頭、我が国の立
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地規制に係る品質保証規程類ということで、どんなものがあるかというのを簡単

に示しました。 

 １つ目の四角ですが、我が国での立地に特化した品質保証規程については、Ｉ

ＡＥＡの前回説明がありましたＮＳ－Ｒ－３の品質保証、こういうものに対応す

るような固有の規程というものは確かに定められておりません。 

 しかしながら、２つ目なんですが、次にご説明しますが、以下の指針類、指針

等と言ったらよろしいでしょうか、そういうものがありまして、その中で立地に

係る品質保証を適切に行うことを求めております。ただ、具体的にどこまで細か

くやっているかというと、安全審査のところなので詳細な審査までは至っていな

いというところです。 

 具体的な推進等ですが、１つ目のポツにありますように、原子力安全委員会が

決定しました「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」、この中に解釈で、

「「設計及び工事の範囲」は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格するま

でをいう。」ということを規定しておりまして、こういうところで立地評価を含

めた全般的な品質保証の要求を行っているというふうに解釈しております。 

 それから、２番目は原子力安全・保安院殿のものなんですが、保安規定に電気

協会の現行規程ＪＥＡＣ４１１１－２００３年版に基づく品質保証の記載を要求

しております。この規程は本来、「試運転段階及び運転段階の原子力発電所にお

いて組織が実施する保安活動に適用される品質保証」というふうに範囲を規定し

ておりますが、この中では、３ページ目に示しておりますが、発電所に関する設

計・開発に対する要求事項が示されておりまして、つまり発電所を建設するとい

うところでの設計とか立地に係る評価だとか、そういうものは全てこの品質保証

の中に編みかけされているというふうに考えております。 

 ついでなんですが、近々、２００９年版というのが保安院殿の方でエンドース

されると思うんですが、この中では範囲として、立地調査段階に関しても当該規

程が準用されますというようなことが追加されるようになりました。 

 続いて、２．関連する品質保証指針・規定類の抜粋ということで書いてあるん

ですが、（１）は、先ほど申し上げた原子力安全委員会の技術的能力の審査指針

です。この中で、ページの下の方の指針４．設計及び工事に係る品質保証活動、

これについての規定があります。矢印が付いているところです。 
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 続きまして２ページ目ですが、飛ばしまして真ん中辺りの（３）、保安院殿の

「原子力発電所の保安規定における品質保証に関する記載について」と、これで

保安規定に品質保証が入るのは平成１５年１２月なんですが、保安規定に具体的

にどういうふうに書かなくちゃいけないかというようなところをここで書いてお

ります。 

 それから、下の方の（４）で、日本電気協会の「ＪＥＡＣ４１１１－２００３

原子力発電所における安全のための品質保証規程」で、適用範囲のところの、次

の３ページ目の上から３行目の（３）で、こういう準用規定も書いてあります。

ただし、立地調査については、先ほど申し上げましたように、２００９年版で追

加されるであろうと思っております。 

 あと、具体的に７章に業務の計画及び実施と書いてありまして、その中に設

計・開発の要求事項が書いてあります。 

 簡単ですが、以上です。 

○平野主査 これは、先ほどの３－１号の資料でいくと、ＩＡＥＡの立地基準の

品質保証に関する我が国での実施内容というのに対応する資料ですけれども、何

かご意見、コメントはございませんか。 

 これは表１で見ますと、６．１のところに代表的に書いてありますけれども、

ＪＥＡＣの規定あるいは６．２のところには原子力安全委員会の技術的能力に関

する審査指針というのを対応すると書いてありますけれども、我が国の対応また

は相違点のところに書いてありますように、この２つで包括的に読めるけれども、

ＩＡＥＡのところは原子炉の立地評価に関する品質保証として、こういうふうに

６項目に分けて書いてあるんですけれども、そういうような立地評価に対して具

体的に書いているのはないけれども、立地評価までも品質保証規程や審査指針は

対応するものなので、マクロに見れば見れるのではないかと、そういう趣旨とい

うことですか。 

○佐々木技術参与 おっしゃるとおりだと思います。結局、ある特定な指針に品

質保証の項目、要求を入れると、他の指針類にも同じように横並びで入れていく

必要が出てきます。そういううるささも出てきますし、そこら辺はどういうふう

に指針類を体系化して作り上げていくかというところとも関係するのではないか

と思っております。 
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○平野主査 あとは、実際の事業者の行為として、あるいは審査側の行為として、

６．１から６．９が 適だと言っているわけではないんですけれども、それに相

当するような事業者側あるいは審査側のレビューがされているかということです

ね。 

○佐々木技術参与 ５ページ目、表の２枚目ですが、ここに６．７の数値として、

一番上のカラムにあるんですが、ＩＡＥＡが要求しているグループレビューだと

かピア・レビューだとか、こういうものなんですが、当然、事業者は社内の中で

ピア・レビュー等されていると思うんです、これは品質保証上当然要求されてい

ることですから。大きな規制という観点から見ますと、原子力施設の安全審査と

いうのが保安院さん、規制行政庁、当事者である１次審査、それからこちら側の

原子力安全委員会の２次審査というところで、大きいところでも第三者によるレ

ビューが、ダブルチェックがなされているという解釈をしております。 

 ついでに言ってしまうと、次の項目の６．８の地震関係の話ですが、ここら辺

は耐震の審査のところでいろいろ要求がありますので、そういうところでも６．

８、ダイレクトな書き方はもちろんないわけですが、活動としては、６．８が要

求しているような活動は適切に実施されているのではないかと思っております。 

○与能本安全調査管理官 少し補足しますと、例えば６．４とか６．５のところ

で、特に６．５はそうですけれども、「検討と調査の結果は、独立させたレビュ

ーが出来る様に十分に詳細に文書化しなければならない。」、こういったところ

が明示的に書かれていて、これについて相当するようなものが、特に立地調査段

階については現在ではないですけれども、これから入るようだと。ただ、具体的

に詳細なところでこういった形の要求がなされるかはまだよく分からない。つま

り、枠としては作っていると。枠としてはＩＡＥＡも日本も大体同じなところが

ありますが、詳細については必ずしもそうではないのではないかと、そういうと

ころであります。 

○平野主査 ありがとうございます。立地評価に特定したＩＡＥＡのような品質

保証項目というのはありませんが、他の指針で包括的に要求しているもの、ある

いは耐震設計指針のように別な指針で要求しているものから見れば、ＩＡＥＡで

要求しているような品質保証に関しては、実施されているはずである、あるいは

そう理解できるという説明ですけれども、何かご意見、コメントございますか。 
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 それでは、よろしければ次の資料に移りたいと思います。 

 ３－４号、これも前回の事務局への要請事項ですけれども、立地指針改定・関

連事項に関する年表の説明です。お願いします。 

○佐藤安全調査官 それでは、３－４号に基づいて説明させていただきます。 

 立地指針改定・関連事項に関する年表ということで、原子力安全委員会関連、

アクシデントマネージメント関連、それと国外動向という形で大きく３つに分け

ております。 

 まず原子力安全委員会関連ですけれども、一番 初に原子炉安全基準専門部会

というものが立ち上がり、その中の立地指針専門部会の中で立地指針に関する検

討が行われております。 

 そして、１９６４年に立地指針の策定、その後、省令６２号の策定が行われて

おります。 

 そしてその後、立地指針に関しましては、第１次指針改定の検討という形で、

表の真ん中辺りにあります立地評価小委員会というものが立ち上げられまして、

その中でドラフト策定ＷＧ、立地評価事故条件検討ＷＧを経まして、１９８９年

に立地指針の改定という形で行われております。また、第２次の指針改定という

形で、その右側になりますが、安全審査指針等検討小委員会というものが立ち上

げられ、指針小委ドラフト作成ＷＧ、集団線量検討ＷＧの中で検討が行われてお

ります。 

 また、その後、２００３年におきましては、安全目標の中間取りまとめ、リス

ク情報の活用・導入の基本方針、また体系化報告書というものが出されておりま

す。また、２００６年におきましては、性能目標報告書、省令６２号の改定、耐

震審査指針が出されております。 

 また、アクシデントマネージメント関連におきましては、上の方にありますが、

「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデン

トマネージメントについて」というのが原子力安全委員会で１９９２年に決定さ

れております。それに基づきまして、「軽水型原子力発電所におけるアクシデン

トマネージメントの整備について」、それと「軽水型原子力発電所における「ア

クシデントマネージメント整備後確率論的安全評価」に関する評価について」と

いうものがそれぞれ出されております。また、学会におきましては、その下にあ
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りますけれども、シビアアクシデント熱流動現象評価、それとシビアアクシデン

ト時の格納容器内の現実的ソースターム評価というものが出されております。ま

た、原子力安全委員会におきましては、委託調査という形で、１９９３年以降、

アクシデントマネージメントに関する調査が行われております。 

 国外動向としましては、そこの表に書いてありますが、黄色い三角につきまし

ては、ＩＡＥＡが策定しております指針類というような形になります。緑色に関

してはそれ以外、ＮＲＣとかＤＯＥが策定した指針類というような分類になって

おります。 

 以上で説明を終わります。 

○平野主査 ありがとうございます。ただいまの説明に対してご意見あるいはご

質問がございましたら、どうぞお願いします。 

○早田安全委員 周辺情報として２つあった方が良いと思うのは、国外動向のＴ

ＭＩ事故とチェルノブイリの間なんですけれども、全てのプラントについてＰＳ

Ａとシビアアクシデントのバイアビリティー評価をやったんですね。それで対応

をとるという話があったので、アクシデントマネージメント絡みでも良いと思う

んですが、１９８０年の初めの頃だったと思います。 

 それからもう一つ、ＮＵＲＥＧ－１１５０に関連して、シビアアクシデント研

究計画というのが国際的にアメリカを中心に行われたのが１９８０年ぐらいから

ずっと続く、ＮＵＰＥＣの話と繋がるんですけれども、ＮＵＲＥＧ－１１５０の

基になる研究とか行われたのが１つ線があると良いかなと思ったんです。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。それを追加していただきたいと思います。 

 他にどうですか。 

 藤城委員、どうぞ。 

○藤城委員 年表としては、こういう経緯が整理されているというのは非常に有

意義なことだと思うんですけれども、もう一つ、これのベースになった３－１号

の資料の、ここに書いてある従来の検討及び取りまとめ資料についてという趣旨

でまとめられたんだと思うんですが、もう一つ大事なまとめの作業は、例えば上

の黄色いところの下に、立地審査指針に係るいろいろな検討が行われてきたとい

うところがありますけれども、その検討の中身について、どういう経緯で意見が
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集約、発展あるいは変更されてきたかという、その辺の整理も併せて必要なので

はないかというふうに思いますので、ぜひその辺も併せて作業をまとめられると

良いかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○与能本安全調査管理官 今回もそのつもりでまとめつつあったわけですけれど

も、ちょっと間に合わなかったので、次回以降にこの年表に対応する形で、ここ

そこの検討ではこういった成果がなされた、こういった報告書がなされた、そう

いった資料をまとめたいと思います。 

○平野主査 ありがとうございました。ぜひそうしていただきたいんですが、ち

ょっと重複するかもしれませんが、原子力安全委員会関連のところでいろんな小

委員会とかワーキング・グループがありますね。前回、過去の検討のまとめみた

いなものをやっていただいたんですけれども、例えば集団線量検討ワーキング・

グループというのがありますが、集団線量についての結論的なものは、中間報告

にしてもなかったと思うんですけれども、これはワーキング・グループができて

いるわけですから、 終的な、中間報告というと終わっているのもあるかもしれ

ませんが、それぞれの報告書が出ているというふうに考えて良いわけですね。そ

うすると、今、藤城委員が言われたことも大体同じだと思うんですけれども、こ

れらのワーキング・グループ、小委員会での検討内容が、前回説明されたものに

包絡されているならばそれは良いんですけれども、そうでないものについては、

ご説明いただいた方が良いのではないかと思うんです。 

○与能本安全調査管理官 了解しました。それぞれのワーキング・グループでど

ういったところがまとめられたかということをできるだけまとめたいと思います

が、例えば、１回目と２回目の会合で過去の検討ということで紹介させていただ

いた資料がございますが、あれが第２回の立地指針の改定の検討ということで、

安全審査指針等検討小委員会の検討の途中段階で、当時の事務局がまとめたもの

でありまして、ああいった形で事務局が取りまとめたものはあるわけですが、報

告書といった正式なものは作られていなかったというのが過去の現状だと思いま

す。 

 ちなみに、あの時はＪＣＯ事故で作業が急に止まってしまったという面もあり

ますし、その前の第１回の検討におきましては、チェルノブイリ事故によって検

討が中断されたという経緯もあると聞いております。 
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○平野主査 状況は分かりましたので、それでは前回の資料に包絡されているの

であればそういう説明で、それに追加するような情報がありましたら説明してい

ただくということでお願いしたいと思います。 

 では、この資料についてはよろしいでしょうか。 

 次の資料に移る前に、岩橋事務局長が見えられましたので、一言ご挨拶をお願

いします。 

○岩橋事務局長 それでは、一言ご挨拶させていただきます。 

 先週１４日付けで青山の後任で事務局長を拝命いたしました岩橋でございます。

原子力安全委員会のいろんなご検討か円滑に進むように、事務局としていろいろ

と準備をさせていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○平野主査 どうもありがとうございました。 

 それでは次の資料に移りたいと思います。これも事務局への検討要請事項の１

つですが、環境保全に係る規制についての米国と我が国の比較ということで、３

－５号の資料ですか、事務局の方から説明をお願いします。 

○高坂技術参与 それでは、３－５号の資料で説明いたします。 

 この資料の趣旨は、今日の 初に事務局への要請事項の資料３－１号にありま

した、第１回目に事務局の方に要請いただいた８番目になりますが、環境の保護

に関する米国等の規制内容について調査するようにということと、それから、前

回のＩＡＥＡの立地に係る安全基準の中で、日本の事情と比べると、ＩＡＥＡの

場合は、特に線量放射線の影響等の評価については、公衆以外にも環境について

のことも考慮されているということもあったので、それも踏まえて、米国の基準

と我が国の基準という形で比較したものでございます。 

 それでは、資料を見ていただきますと、この資料の構成ですが、左側に米国の

原子炉立地に係る環境保全に関する規制等が書いてございまして、その隣に我が

国の環境保全に関する環境影響評価の内容が書いてありまして、一番右に比較し

た結果の概要がまとめてございます。 

 １ページをご覧いただきますと、Ｎｏ．のところに書いてありますが、 初に

環境保全に係る規制の比較でございます。それから、次の２ページ以降が環境影

響評価のレポート等に含まれている項目の比較をしてございます。 初に１ペー

ジからご覧いただきます。 
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 まず、環境保全に関する法律・規則関係ですが、米国の欄を見ていただきます

と、米国については、５行目になりますが、１９６９年に環境保護庁というのが

国家環境政策法ということで、環境保全についての共通的な要求事項をまとめて

ございまして、それを受ける形で、ＮＲＣは、上に書いてありますが、立地にお

ける環境保全についてということで、１０ＣＦＲＰａｒｔ５１というのを定めて

おります。国内の許認可及び関連する規制機能に関する環境保全の規則というこ

とで、これで立地に係る環境保全についての調査、報告することを求めておりま

す。 

 具体的にその内容については、審査にあたりまして、その下に書いてあります

が、スタンダード・レビュープランということで、環境影響評価報告書を標準的

にレビューする内容、審査の方針が決まっておりまして、ＮＵＲＥＧ－１５５５

というのが定められております。これで立地に係る環境影響評価はそれぞれ事業

者の方から出てくるという形になります。 

 一方、我が国の方は、環境影響評価につきましては、１９９９年６月に環境影

響評価法というのが施行されまして、これで全ての事業、発電所にかかわらず全

ての事業については、一般の原則ということで、環境影響評価をしてそれを報告

するというようなことが法律的に定められております。発電所につきましては、

併せて電気事業法の方で、商業用の発電設備についての環境影響評価についての

規定を電気事業法で定めておりまして、具体的な環境影響評価が行われるという

ことでございます。 

 特に電気事業法は、具体的な手順がいろいろ書いてありまして、その下の①が

環境影響評価をする際の方法書をまず作成して届け出なさい。それから２番目と

して、その評価の準備書を作成して届け出なさい。それから 後に、評価した結

果を報告書としてまとめて作成して届け出なさいと。一番下の３行目に書いてご

ざいますが、この評価書等については原子力安全・保安院の方に届け出て、それ

を審査したり確定したものについては、環境省とか地方自治体の方へ送付すると

いう形になっております。 

 これで、右の比較結果の方にいきますと、米国においては、国家環境政策法に

基づいておりますが、それと、それを受けた形で１０ＣＦＲＰａｒｔ５１という

ことで、環境評価についての実施が求められておりまして、ＮＵＲＥＧ－１５５
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５の中で具体的な環境影響評価の内容が規定されているということでございます。 

 一方、我が国の方は、先ほどとダブりますが、環境影響評価法が出来ましたけ

れども、電気事業法の方の環境影響評価に対する規定が定められて、それで環境

影響評価が出てくると。 

 ただ、この時に相違点がございまして、後で内容を見ていただきますが、米国

の方は、「環境庁」と書いてあるのは間違いでございます。訂正していただきた

いんですが、「環境保護庁」ですけれども、環境保護庁がまとめたものを受けて、

ＮＲＣが発電所に対する環境影響評価というのを規定しておりますが、これは原

子炉立地の時に放射線の影響も含めてまとめて環境影響評価するという形で、整

合性がとれた形で一本化してございます。 

 一方、我が国は、ご存じのとおり、環境影響評価法と電気事業法で環境影響評

価を規定しておりますが、放射線の環境への影響については含まれていないとい

うことが違いまして、これは原子炉立地の審査の方で放射線の影響についての評

価は別途行われるという形になっているのが相違点でございます。 

 それから、次のページにまいりまして内容になります。左側の環境影響評価項

目のうちの米国の方は、ＮＵＲＥＧ－１５５５で細かく規定されておりますので、

それを縦に追っていただきますと、２章で環境の記述、ディスクリプションとい

うことで、発電所周りの環境に対する記述の調査をする前提の調査の結果がまと

めて報告されます。土地とか水理、それから生態系、社会経済、社会環境状況、

人口等、それから次のページにまいりまして、それがずっと続きまして、第３章

が続きまして、第４章が下の方にございますが、今度は建設時における環境の影

響評価というのが４として求められております。第４章になります。それが次の

４ページにまいりまして、土地利用の影響とか、文化財とか歴史財産への影響と

か、生態系への影響、社会経済への影響、それから建設労働者に対する放射線被

ばくの影響評価等々を定めております。 

 それから、第５章として、発電所が運転された場合での運転の環境影響評価の

規定が第５章として定められまして、それが５ページに続きまして、同じように

土地利用の影響とか、文化財への影響、水関係の影響、冷却系の影響、それから

通常運転時の放射能影響ということで、５ページの一番下の５．４になりますが、

通常運転時の放射能影響というのが入っております。 
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 それから、次のページにまいりまして、それがずっと同じ形で、運転上のもの

が続きまして、ちょっと消えておりますが、７ページが第６章ということで、環

境の計測とかモニタリングに対する要求事項が入っております。 

 それから、第７章として想定事故時の環境への影響ということで、ここで放射

線の評価が入っておりまして、その中に７．１として設計基準事故の影響、それ

から次のページにまいりまして、７．２ということでシビアアクシデントの過酷

事故での影響というようなことが記載されております。それから９ページに入っ

て、事故の 後は、７．４として移送時の事故についての規定がございます。 

 それから、それ以降、第８章が日本で規定されていないんですが、電力需要に

対する総合的な評価ということが入っていまして、電力システムの影響とか電力

需要、それから需要・供給の把握というようなことで、公益性についての検討を

環境評価の中でやるということになっております。 

 それから、次の１０ページへまいりまして、第９章で発電所を作らない場合の

代替方策との比較・検討が入っております。例えば代替エネルギーの検討だとか、

そういう環境。それから、一番 後の第１０章で提案行為、発電所を作った場合

の 終的な環境影響評価の総合的な評価という形で環境レポートをまとめるとい

う形になってございます。 

 一方、２ページに戻っていただきまして、国内の我が国の状況、真ん中の欄で

す。これは環境影響評価報告書の記載例ということで、至近のものということで、

大間とか東通りとか、共通事項なので同じ内容ですけれども、その報告書と電気

事業法を対応させながら、記載例を拾ったものでございます。 

 第２章として、対象事業の内容、発電所の原動力の種類とか出力とか、その周

辺環境、状況、それから工事計画云々が入っております。 

 それから、次のページにまいりまして、第３章、下から７行目ぐらいのところ

にありますが、対象事業の実施区域とかその周辺状況の概況、それから第４章と

して環境影響評価の項目、調査、方法等。それから第５章として、 初の環境影

響評価の結果をそれぞれまとめております。 初が大気関係、騒音、道路交通騒

音、振動関係、次の４ページにいきまして水質、海象、地形、陸生動物とか植生、

生態系への影響、自然景観への影響。それから、５．１３から５．１９までは建

設工事の時に出てくる影響ということで、産業廃棄物だとか地盤沈下、骨材の採
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取だとか、こういうのが入っております。それから、５．２０としてその他とい

うことで、社会環境への影響ということで、人口から陸上交通、文化財云々まで

入っております。 

 それから、その評価結果に基づきまして、必要な措置が第６章で対策等が書か

れております。それと同じ形で調査項目に対してまとめてございまして、それが

５ページにあります。 

 それから、６ページが、先ほど米国の基準にありました下から８行目ぐらいで

しょうか、第７章ということで、環境計測とかモニタリングに対する要求事項が

ございます。 

 それから、 後の７ページのところで第８章として、事故調査ということで、

途中で環境影響評価の準備書等に対して、地元とか行政庁からの意見が出てきま

すので、その内容も反映した形での評価書の追加事故調査とか総合的な評価をま

とめたという形で、 終的に環境報告書がまとまるという形になってございます。 

 それで、その関係でまとめを見ていただきますと、前後して申しわけございま

せんが、２ページに戻っていただきまして、今のことから相違点をまとめたもの

でございます。 

 右の欄のところに相違点ということで、放射線の環境影響評価についてという

ことで、これは先ほどとダブりますが、ＮＵＲＥＧ－１５５５に基づく立地にお

ける環境影響評価書の中に、先ほど見ていただいたように、通常運転時の放射線

の影響とか、想定事故時の放射性物質を含む環境影響評価が規定されているとい

うことです。 

 それから、下の７行目にいきまして、一方、我が国では、環境影響評価の中に

は放射線の環境影響評価についての規定はないと。ただ、その後の安全審査の段

階で、通常時の放射線の影響については、線量評価指針あるいは想定事故、立地

の事故については立地指針あるいは安全評価指針で評価するという形で、体系は

違っておりますが、対応する形にしております。 

 次の３ページにまいりまして、今度は放射線以外の項目の影響評価の内容でご

ざいます。大部分のものは同等ですけれども、一部相違しているものがございま

す。同等のものについては、そこに書いてありますような発電所敷地とか気象、

大気性状とか、それについては発電所の建設中から運転中に亘って、こういう影
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響についての評価、それから自然環境への影響、社会環境への影響、人への影響

について評価するということは基本的に同等でございます。放射線は入っていな

いということでございます。 

 それから、次のページにまいりまして、４ページ、右の欄ですが、放射線以外

の影響評価の中で米国の方と相違しているものがございます。１つ目が、我が国

と比べて米国特有のところとして、電力需要とか代替エネルギーの調査・評価と

いうことが環境影響評価の中で求められているということでございます。公益性

とかこういう検討が環境影響評価の中でやる形が定められているということでご

ざいます。 

 それから、飛んでいただきまして７ページをご覧いただきますと、これは先ほ

ど放射線の影響の中のうちの想定事故の評価の内容を、Ｅｘｅｌｏｎのアーリサ

イトパーミット、早期サイト許可のレポートが出ておりますので、その中身を、

先ほどのＮＵＲＥＧ－１５５５と比較しながら見たものでございます。これはイ

リノイ州のクリントン発電所１号機ということで、たしか２００６年４月に環境

レポートが出ておりまして、 終的な報告がＮＲＣから出ているということでご

ざいます。それを見ると、第７章の７．１設計基準事故に対しては、ここに書い

てありますような事象についての評価をするということで、内容を見ていただき

ますと、我が国の安全評価指針で扱っている内容と同じです。ですから項目は同

等になってございます。ただ、ソースタームは、この後ご説明があるかもしれま

せんが、新しい更新ソースタームを適用するというような形で、多分内容は違っ

ていると思うんですが、評価する項目については同等の事故評価をするという形

になっております。 

 それから、そこにＡＰ１０００とかＡＢＷＲと書いてございますが、これはア

ーリサイトパーミットの場合は、ＤＣ、設計認証を受けているものであれば、い

ずれを 終的に設定するか分からないので、並列な形で申請することが出来るよ

うになっております。それについての記述がここにあるということです。 

 それから、次のページにまいりまして、８ページの下の段ですが、過酷事故関

係です。過酷事故については、特に相違点で、我が国の場合には、立地の方は立

地の評価の事項を使っておりますので違っておりますが、米国では環境影響評価

の中に過酷事故、シビアアクシデントにおける放射能の大気放出とか、地下水へ
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の流入だとか、経済影響だとか、過酷事故のリスク低減に対する政策も含めて考

慮する記載が要求されてございます。 

 それから、次の９ページにまいりまして、これは放射線の影響以外にあるもう

一つのものとして、先ほどありました電力需要に対する評価が要求されておりま

して、それがこういう形で記載されております。ただ、これはアーリサイトパー

ミットの時ではなくて、コンストラクション・パーミットあるいはコンバインド

ライセンスの時の申請ですれば良いということで、 初の早期サイト評価の許可

の中では一般的には記載されていない例が多いようです。 

 次の 後のページになりまして、もう一つの米国の環境影響評価で環境レポー

トの中で評価することになっております代替エネルギーの提案でございます。こ

こ に 書 い て あ り ま す よ う に 、 真 ん 中 の 黄 色 い 欄 に な り ま す が 、 Energy 

Alternativesとかそういうことの代替的な、発電所を作らない場合の検討も十分

することということになっていまして、省エネの検討だとか、既設炉の寿命延長

の検討だとか、他社からの電力購入だとか、自然エネルギーについての評価を求

めて、発電所を作る妥当性についての評価を求められているということでござい

ます。 

 以上が米国と我が国の状況を比較した結果でございます。 

○平野主査 どうもありがとうございました。かなりクリアな説明であったかと

思うんですけれども、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞお願いします。 

○本間委員 今のご説明の中で、いわゆる環境影響評価書という言い方において

は、日本と米国との違いが、放射線影響について、確かに日本の環境影響評価書

というのは、放射線を除くいわゆる環境ということだと思うんですが、日本の場

合は、立地に関して放射線の影響は、事業者の提出する設置許可申請書の中で、

原子力安全委員会の指針類に基づいてそういうものを記載するというのは分かる

んですが、米国の方が国家環境政策法に基づいて環境影響評価報告書の中で放射

線影響についても記載するという、その意味合いが私はよく分からないんです。 

 つまり、この中で一番 初の環境保全に係る規制の中に、１０ＣＦＲＰａｒｔ

５０における建設許可、運転許可のレビュー、そういうものに際してもＮＵＲＥ

Ｇの、これは手引きですから、今、手引きの項目をご説明くださったわけですけ

れども、１５５５ということで、１０ＣＦＲ５０というのは、日本の指針で言う
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ならば安全評価指針と同等な部分というのがあるわけですね。ですから、ここの

中で設計基準事故についての評価がなされていると。 

 僕の質問は、日本の設置許可申請書で立地評価なり設計基準事故の評価を設置

許可申請書の中に記載しているというものが、米国の場合には環境影響評価書で

も記載するのかということをお聞きしたいんですが。 

○高坂技術参与 米国のＮＲＣのホームページをのぞくと分かるんですけれども、

先ほど見ていただいた早期サイト許可レビュー、アーリサイトパーミットという

のがあるんですけれども、その時に出す、申請者が申請する時に使う申請書は２

つあります。１つは、安全解析書というか、セーフティレビューと、もう一つは

環境レポートを出しなさいということになっていますので、中を見ますと、セー

フティレビューの方は、先ほど申し上げたとおり、アーリサイトパーミットの場

合は炉型を決めなくても良いと。良いというか、置きたいブロー、だからＡＰ１

０００のやつとかＡＢＷＲだとか、幾つか使うものがそれぞれありまして、それ

に対するセーフティレビュー、安全解析書も同時に、アーリサイトパーミットの

時に出してありまして、それと併せて環境レポートを出しています。 

 ですから、どちらかというと、安全解析書の内容については、我々が設置許可

で見るようなものについては、セーフティレビューの方で、レポートの方で全般

的に網羅されておりまして、その中から環境に関わるものは多分ダブって書いて

あると思うんですけれども、要は放射線以外のものも含めて２本立てで、環境レ

ポートと、それから安全解析書というのを出しているということだと思います。

その出し方が日本と違っているのではないかと思います。 

○本間委員 そうすると、先ほど黄色い枠の中で、Ｅｘｅｌｏｎのアーリサイト

パーミットの環境影響評価書の記載例ということでご説明していただいたわけで

すけれども、アーリサイトパーミットの時に環境影響評価とセーフティレビュー

の、いわゆる安全解析書ですか、それがあると。 

 そうすると、主に今のお答えは、セーフティレビューの方で、安全解析書の方

でそういう設計基準なりの評価がなされていると、１０ＣＦＲ５０に基づいて。

ここにある、これは環境影響評価書の記載例ですけれども、これも少なくとも

Design Basis Accidentsに関しては同じような記載というふうに考えてよろしい

んでしょうか。ダブってと今おっしゃられましたけれども。 
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○高坂技術参与 詳細は確かめないといけないですけれども、ここに書いてある、

名前はDesign Basis Accidentsなんですけれども、設置許可なり安全解析書でや

っている事故評価については、事故時の炉心の影響はどのぐらいかという評価と、

それから 終的に環境へ放出する放射線の影響の評価というふうに２本立てにな

っていると思うんですけれども、それは設計事故、各種事故と、それから立地に

よる重大事故と仮想事故と、それは放射線に対する評価をしなさいと。その放射

線に対する評価に相当するものが米国の言う環境保全のレポートの中に書かれて

いて、それ以外のものはセーフティレビュー、安全解析書の方に書かれていると

いうことだと思います。 

○与能本安全調査管理官 少し補足しますと、我々もよく分かっていないところ

がありまして、ご質問はどうして重複させているのかということだと思うんです

けれども、環境影響評価書の方はＮＵＲＥＧ－１５５５のＥＳＲＰですね、スタ

ンダードレビュープランの環境版、これに基づいて作成するわけですけれども、

この放射線影響評価の辺りの章を見てみますと、明らかにさきにＳＲＰでの審査

が行われたことを前提にしていて、ＥＳＲＰの方の該当部分を書く審査官は、Ｓ

ＲＰの方で該当部分を審査した担当官と連絡をとって、以下のことについて評価

しまとめることと。だから、順序的には環境影響評価の方が後になっているんで

すけれども、まだ依然、どうして重複させているのかということはよく分かって

いません。 

 もう一つ、事務局で重要なところかなと思っているのは、放射線影響評価とい

いますか、シビアアクシデントの影響評価で、こちらの環境影響評価だけに書い

てある部分ですね。重複していなくて環境影響評価書の方だけに書いてある部分

がありまして、そういったところが今回の立地指針の改定にあたって、直接それ

を使う云々はないですけれども、ある程度長期的な方向性についても議論してい

ただくことの参考になるのかなということで、今、調べつつあるところです。 

 例えば、８ページの７．３のSevere Accident Mitigation Alternativesとい

うことで、過酷事故緩和代替策があります。これは要するにシビアアクシデント

によるリスクを低減することによる利益とそのために要する費用、そういったも

のの費用対効果の比較をやっています。これは以前、１９９０年代のＡＰ６００

の頃のＦＳＡＲでは、そちらの方で書かれていたんですけれども、現段階ではそ
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れがＦＳＡＲの方ではなくて、環境影響評価書の方に回っていると、そういうこ

ともありまして、この辺り、長期的といいますか、将来的なことを考える上で参

考になる可能性もあるので、今調べている段階でございます。ちょっと踏み込ん

でみますと、結構内容が豊富で、状況について全部把握しているわけではないと

いうのが状況であります。 

○平野主査 ありがとうございました。概略は今までのご説明で分かったと思う

んですけれども、あと要するにすみ分けの問題、重複の問題、それから昔から移

行した部分があるとか、そこのところの考え方については、更に分かりましたら

調べて説明していただきたいと思います。 

 あと、私の方からもう一つ、前にＩＡＥＡの立地評価に関するものを説明して

いただいた時に、環境というキーワードで、各国とも昔は環境を通して人体にと

いうところだったんだけれども、環境そのものに対するというのが着目されるよ

うになったということなんですけれども、アメリカの環境影響法でいきますと、

そちらの環境そのものに対するというところまで要求事項があるのかどうかとい

うところをご説明していただければと思うんです。 

○高坂技術参与 これもまだ余り調べ切っていないんですけれども、２ページの、

先ほど説明を飛ばしてしまったんですけれども、相違点の欄を見ていただきます

と、「放射線の環境影響評価について」というところの上から１５行目ぐらいの

ところに、このうち通常運転時の放射線の影響に関しては、人及び人以外の生物

層への影響について評価して報告することが求められているので、そういう意味

では公衆以外の、ただ動植物中心になりますけれども、それについての評価をす

る形になっております。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 その他、何か。 

 どうぞ、石島委員。 

○石島主査代理 先ほどのシビアアクシデントのところを見ますと、一般的な書

き方しかしていないんですが、こういう範囲というか、シビアアクシデントはい

ろいろありますけれども、どういう範囲のシビアアクシデントを評価しなさいと

いうような、そういう規定はあるんでしょうか。 

○与能本安全調査管理官 その辺りに関しましても、次回以降、調べて報告させ
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ていただきます。 

○久木田安全委員 今のご質問は８ページのことですか。 

○石島主査代理 はい。 

○久木田安全委員 各種事故については炉型毎の評価をするのに対して、シビア

アクシデントについてはこういったくくった形の評価が求められているというこ

とで、先ほど説明がありましたように、更新ソースタームというようなジェネリ

ックなものを使うということが多分前提になっているのではないかと思いますが、

また次回詳しくは回答してもらいたいと思います。 

○平野主査 早田委員、どうぞ。 

○早田安全委員 今の更新ソースタームの件は、たしか現状では両方許されてい

るというふうに聞いたんですが、それは前に梶本さんが説明してくれたような気

がするんですが、オプションとしては両方あるのではないかと私は思うんです。 

 もう一つ、シビアアクシデントというのは、新しい炉が出てくると、範囲とい

うのはその炉によって違うから、それも併せて提出することになるのではないか

と推測します。 

○久木田安全委員 ここで示されているのは、クリントンでしたか、特定のプラ

ントについての環境報告書の例ですので、このプラントについては更新ソースタ

ームを使うことを選択して、こういう構成になっているというふうに理解します。 

○高坂技術参与 今の安全委員のお話があったんですが、一部、私、内容を見た

時、先ほど申し上げた対象にしているプラントがＡＢＷＲとかＡＰとかＥＳＢＷ

Ｒでありますけれども、今の更新ソースタームを適用しているというのが書いて

あったのは、ＡＰ１０００とＥＳＢＷＲ。ＡＢＷＲは内容的に古いので、その以

前のソースタームを使っているということで書いてございました。内容は次回調

べさせていただきます。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 本間委員。 

○本間委員 先ほど主査からあったのは環境への影響の話なんですが、６ページ

目にＮＵＲＥＧ－１５５５の項目として、５．４．４に公衆以外の生物相への影

響という項目があるわけですけれども、私の知る範囲では、米国はＤＯＥ施設に

関しては、生物相への影響として水系とかへの放出に対して、たしか要件という
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よりも自主基準的なものがあるというのを、昨年でしたかＤＯＥの方が日本で講

演されたのを聞く機会があったんですが、ちょっと詳しくは覚えていないんです

が。 

 それで、ちょっと調べていただきたいのは、ここは明らかに生物相への影響と

書いてありますが、私が知っている範囲では、１つは水質であれば水質の基準的

なもの、濃度基準的なものですね。生物相そのものではなくて。そこら辺、クラ

イテリアが現実的に米国、このＮＲＣ施設に対して定量的なクライテリアがある

のかないのかというところを調べていただければと思います。 

○平野主査 ありがとうございます。なかなか細かいところまで調査は大変です

けれども、できる限りよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の議題に移りたいと思いますが、次は、 初に本日の主な議題と

申し上げました前回からの積み残しというか、途中まで行った議題でございます

が、立地評価指針に関わる今後の検討課題の議論なんですけれども、それに関連

しまして、その前に、竹下委員から立地評価事故の一本化についてご意見をいた

だいておりますので、３－８号の資料に基づいて竹下委員の方から説明をいただ

きたいと思います。お願いします。 

○竹下委員 今日議論するのではないのではないかと思っていまして、将来議論

する時に、この件に関して私が疑問に思っている点があるので、こういうものも

踏まえてどう考えるかということを議論していただけるとありがたいと思って、

全く個人的な見解でございますが、まとめましたので報告させていただきます。 

 これはもう皆さんご存じのように、現在の立地指針では、とにかく重大事故と

いうのは「技術的見地から見て、 悪の場合には起こるかもしれないと考えられ

る重大な事故」と、こういうふうに定義されております。従いまして、これも自

明なことかと思いますが、技術的な安全防護施設をどんどん追加していけば、当

然、距離といいますか、それはどんどん小さくなっていくと、これは自明のこと

でございます。そういうような関係にあると。重大事故は非居住区域までの距離

と、それを決定するのに一つの考える事故であると。ただ、これは仮想事故とは

違ってシナリオのある範囲の事故だと、こういうところが大事だと思います。こ

れは現状のいろんな発電炉の指針では、各種事故ということで、それの親分的な

といいますか、周辺の環境への影響の一番大きいものが重大事故とされると、そ
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ういうふうに私は理解しておるんです。 

 ところが、この小委員会が始まる以前から、一つの課題として重大事故と仮想

事故が一本化できるのではないかと、こういう問題提起がございました。それで、

重大事故と仮想事故は定義が全然違うものですから、それを一本化というのは一

体何だろうと私も非常に疑問に思っていたんですが、よく考えてみてもこの表現

は余り適切ではないなと。むしろ立地評価事故に２つあって、その２つを一本化

するというなら分かるんです。だから、時々事務局から出てくる資料に重大事故

と仮想事故の一本化という表現が随所に出てくるんですが、これはやはりおかし

いのではないかと私は思いました。 

 それで、まず重大事故の方を考えてみますと、これまでのいろんな調査では、

発電所の敷地の中に全て非居住区域が入っていると、そういう評価になっておる

ので、何もわざわざ重大事故として、改めて非居住区域をそのために決めるとい

うようなことをしなくても良いのではないか、一本化できるのではないかという

のが、これまでの原子力安全委員会の、あるいは事務局の調査の結論だったよう

なんですが、よく考えてみますと、敷地の中のどこに炉心を置くかというのは非

常に大きな問題でして、例えば敷地の境界近くに置くのであれば、幾ら敷地が広

くたって一般居住区域との距離が近いわけですから、それは必ずしも、全ての発

電炉が、非居住区域が敷地の中に入るんだと言い切れるかどうかというのは、私

はそうは言い切れないのではないか。 

 ところが現実には、これまでの事例では、１つの発電炉、研究炉とか臨界装置

は別だと思うんですが、発電炉の場合、確かに余り境界近くには皆さん設置せず

に、十分距離がとれて、非居住区域が敷地の中におさまるということなんでしょ

うけれども、今後、敷地の中の地層をよく調べたら余り良いところはなくて、端

っこの方に適地があるんだよということになれば、端っこに置きたいということ

もあるかもしれない。これは一例でございますけれども、非居住区域というのを

敷地の外に置くということは、必ずしも事業者が単独に、ここを非居住区域にし

ますと宣言して決まるものではなくて、当然、地方自治体なり周りといろいろ相

談した上で、そこを非居住区域にすると、そういうようなこともしないといけな

いので、普通、事業者はそういう選択は多分しづらいだろうというふうには思い

ます。 
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 ということで、仮に現在の指針であれば、敷地境界近くにセットしたいと思っ

た時は、そういう問題があったとしても非居住区域を新たに設定して評価すると、

それは当然、今の指針で許されていることなわけです。ところが、一本化してそ

ういうことをなくしてしまうと、立地上、逆の制限になる可能性もあるのではな

いかと、こういうようなことが１つはあります。 

 それから、原子炉施設の重大事故というのは、私は全ての指針をチェックした

わけではないんですが、再処理施設では指針にはっきり書いてあります。再処理

施設の立地評価事故と一般公衆との離隔距離の判断のめやす線量は、立地指針で

言うところの非居住区域に係るめやす線量を用いるとはっきり書いてあります。

これはなぜかというと、これは重大事故の判断基準なんですね。そういうものを

援用してきて持ってきてある。 

 なぜかということは、実はそこに書いておりませんけれども、推測するに、潜

在的なリスクの問題だと思うんです。だから、発電炉で言うところの低人口地帯

の定義のめやす線量を持ってくることはない。重大事故レベルのもので良いので

はないかという判断があったのではないかと私は推測するんですけれども、だか

ら万一重大事故、仮想事故をやめちゃって立地評価事故１本にしましょうという

ふうにした場合に、当然のことながら、影響する他の指針ももう一回考え直さな

きゃいけないということになると思います。 

 これは重大事故だけではなくて、仮想事故による低人口地帯の設定、これも恐

らく非常に似たような同様な問題が生じる可能性があるというふうに思います。 

 ということで、重大事故、仮想事故、２つの立地評価事故を一本化するという

のは、そう簡単ではないのではないかというのが私の意見でございます。 

 ちなみに、これはこの前の資料から引用させていただいているんですが、昭和

３８年１１月の立地審査指針を検討した部会長、伏見先生だったようですが、伏

見部会長から原子力委員長あてに出した部会報告に（１）、（２）、（３）とい

うことが書かれているんです。これはほとんど立地指針に書いてあることなんで

すが、解説が書かれておりまして、重大事故は従来行われた安全審査の先例を踏

襲するものであって、考えられる事故の範囲では、公衆に放射線障害を与えない

と、これを目標にしますと。 

 今度は仮想事故の方ですね、ｂ項は、従来、重大事故だけ考えていたんだけれ
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ども、ここには書いておりませんが、だんだん出力が大きくなってくるとか、そ

ういうことがあったかもしれませんが、技術的見地から起こるとは考えられない

事故の場合でも、公衆に著しい放射線災害を与えない、上は障害なんですけれど

も、災害を与えないということを目標にしましょうと。これは要するに、ａ項の

後ろ盾であるというようなことを解説の方に書いてございます。これは考えられ

る事故の範囲でもここまで以下にしましょうと。考えられないけれども、あるレ

ベルのものについても、それはまた別のレベル以下にしますと、だから立地上問

題ないのではないかというのがこの部会での結論だったと、今の立地指針の精神

だと思うんです。ここのところをひっくり返さなきゃいけない新しい知見という

のは、本当にあるんだろうかというのが私の疑問でございます。 

 だから、（３）は一本化の話とは直接あれしませんけれども、判断基準そのも

のが新しい知見で若干変動せざるを得ないというようなことはあり得ると思うん

ですが、考え方を、いわゆる技術的に考えられる、シナリオの出来る範囲の事故

に対してはここまで、そして、考えられないものについてはどのレベルにそれを

持ってくるかというのは非常に大きな問題でございまして、これは原子力委員会

で当時いろいろ検討された議事録などを見てみますと、皆さん非常に悩んで、格

納容器の破損まで想定したらとても成り立たないんだと、ではどこまで考えるの

が良いのかということで、非常に苦慮、検討された様子がうかがえるんですが、

それが昭和３８年以降、随分たくさんの原子炉をこの立地審査指針でずっと評価

してきたわけでございまして、その実績を重視するというか、そのことも非常に

大事ではないか。改めて仮想事故１本にしましょうといった時には、ではどのレ

ベルの仮想まで許すのかといいますか、設定するか、これはその結論に至るのは

非常に難しい問題ではないかというふうに私は考えます。 

 ということで、指針を改定したいという動きに対しては逆にネガティブな話な

んですけれども、こういうこともよく考える必要があるのではないかというのが

私の意見でございます。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。昭和３８年当時に作った時の考え方をもう

一度おさらいさせていただいたという感じなんですけれども、どうでしょうか。

何かご意見ございましたら。 
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○与能本安全調査管理官 事務局から竹下先生にこういった意見を説明してくだ

さいということをお願いしたので、その趣旨を説明しておきますと、初めに先生

がご指摘されましたように、再処理施設に関連する立地の問題につきましては、

９月以降、１０月ぐらいですか、その辺りにまた集中的に議論していただくこと

を考えております。 

 今回は、特に一番 後の辺りですね、 後のポツの昭和３８年辺りのところ、

この立地の委員会で基本的なところから検討してくださいというところと、まさ

に良い検討課題といいますか、核心といいますか、そういったところがあります

ので、ぜひここの部分を先生方に議論していただきたいという意味で竹下先生に

お願いしました。 

○平野主査 ありがとうございます。特に今、何かご質問、コメントございまし

たら。 

 どうぞ。 

○本間委員 今、事務局の方から、下段の策定当時の考え方にポイントがあると

おっしゃったんですが、私も前に資料を調べたんですけれども、当時の考え方、

この３つというのは、私が思うに非常によく出来ていて、第１番目のいわゆる放

射線障害を与えないと、これは一人の放射線障害も与えないような領域を非居住

区域とすると。 

 ２番目は、そういう放射線障害のレベルを複数の人に与えないようなと、ある

種の個人リスクのレベルを複数の人の障害を避けるという意味で、策定当時の議

事録を読みますといろいろな言葉のやりとりがあったようですけれども、それを

著しい災害という表現をされたと。個人レベルに関する一つのレベルと集団のレ

ベル。 

 そして３番目が、これは当時は遺伝線量だったんですが、今で言うところの集

団のインパクトと。今であれば発がんが対象になるわけですけれども、確率的影

響の集団のインパクトを抑えるという３重の構造になっていて、非常に見識の高

いというふうに私は読んだ時に印象を受けました。 

○平野主査 どうもありがとうございます。今、本間委員から、ｂ項について複

数のというあれがあったんですけれども、もちろん低人口地帯を許すわけですか

ら、複数というか、それなりの人数の人たちにはある程度の放射線障害を与えて
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もしようがないねという趣旨で当時は出来ているんだと思うんです。そういう考

え方も踏襲していくかどうかということも含めて、これから議論していきたいと

思います。 

 早田委員、どうぞ。 

○早田安全委員 １点だけ、ここには書いてないんですが、この指針が出来る頃

の、先ほどもありました考えられる事故の範囲、規模というのは、まだよく分か

らないところもあるという記述があったと思いますし、発生頻度の話もあったと

思うんです。 

 それから、 近ではアクシデントマネージメント、防災というのがあって、１

つは、アクシデントマネージメントの場合はこの言葉に合わせて言えば、考えら

れる事故をより起きにくくしているということでもあるし、技術的見地から起こ

るとは考えられない事故に至らないようにするというのがアクシデントマネージ

メントだと思います。 

 それから、もう一つは防災ですけれども、なおかつ公衆に著しい放射線災害を

与えないということで防災というのがあると。そういったものを全部総合的に考

えて、今回の議論に参考にしたら良いのではないかと思いました。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございました。 

 それでは、次の議題にも関係しますので、この資料そのものについては、こう

いう過去の経緯あるいは考え方があるということを踏まえて、これから議論して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、１０分間休憩したいと思います。 

午後２時５４分 休憩 

午後３時０４分 再開 

○平野主査 それでは、３時４分になりましたので、次の議題に入りたいと思い

ます。 

 次は、立地指針改定に係る課題・意義（案）、３－６号の資料ですけれども、

これは前回の２－７号の資料の改となっております。前回は、 初のページのＡ．

基本的考え方に対する 新知見への反映というところで議論しましたけれども、

今日はＢを中心に議論したいと思います。 



－29－ 29

 Ａについても一部改定したところもございますので、まず事務局の方から説明

をお願いします。 

○与能本安全調査管理官 それでは、資料３－６号について説明させていただき

ます。 

 まず、今紹介のありましたＡ．の改定した部分について簡単に説明します。 

 ２ページで、初めの背景のところの２ポツ、３ポツ、４ボツの辺り、本間先生

の方からご指摘もありましたので、変えております。一番大きな変更が４ポツの

ところで、これを入れたということで、より分かりやすくするために、これはシ

ビアアクシデントのことを指しているんですけれども、「立地指針への直接的な

記載の必要性は別にして、立地指針の要求内容の見直しに際しては、シビアアク

シデントに対する設計上の考慮やシビアアクシデントの防止及び影響緩和のため

のＡＭ、さらには防災対策に対しての基本的考え方を確認しておくことも重要な

課題である。」ということで、誤解を受けにくいように変えたというものであり

ます。 

 それから、もう１カ所ございまして、それは１６ページでありまして、川上先

生の方からコメントいただきましたので、課題のところをより詳細にしたという

ことで、（２）課題のブーメランのところ、例えば時間的要素も入れて離隔の概

念をまとめてはどうかと、こういったところも課題として明記するようにいたし

ました。 

 本日は、初めの１ページ目のＢ．のところを中心に説明させていただきますが、

その前に、 後のページで簡単に、原則的立地条件と検討課題について図に示し

ておりますので、これの説明から始めたいと思います。この紙は久木田先生が作

られたものでありまして、確かにこうやって書いてみると非常によく分かりやす

いということで、説明させていただきます。 

 まず、原則的立地条件といたしまして、黄色で書かれている１．、２．、３．

の辺りであります。１．重大な外的事象の可能性の低さという、一般的な言い方

をすれば、今の原則的立地条件の１つがこういう言い方になると思います。それ

から、立地条件の２つ目は、安全防護機能を踏まえた上での適切な離隔をとるこ

とと。実際、今の立地指針では、この離隔の適切性を判断するために仮想事故等

の想定事故を用いて評価するということをやっています。それから、３つ目が公
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衆への措置の実行可能性が書かれているわけであります。 

 今回の検討におきまして、シビアアクシデント等も含めた基本的なところから

検討していただきたいということでありますが、この図で明確に示されておりま

すように、公衆の被ばくといいますのは、格納容器から放射性物質が環境に放出

されて、それが放射性雲となって周辺の人に影響をもたらすと、そういうことで

ありまして、根本がシビアアクシデントの発生というのがメインでありますから、

これに対してどのような規制をするか、そういったことが立地審査指針の改定の

前提条件として極めて重要なのではないかというような議論でこれまで行われて

きたと理解しています。 

 前回、課題をこの資料を用いて羅列したところ、課題として少し多過ぎると、

もう少し絞った方が良いのではないかと。優先順位を付けるような話がございま

したが、それについては、本日は特に資料は用意しておりませんが、この資料で

説明いたしますと、結局、シビアアクシデントをどう考慮するかと、そういうこ

とが基本的な考え方に関する検討事項になると思います。まず格納容器のソース

タームについては、どういったものを考えるのが良いのか、これは決定論的に離

隔を考える場合の話でありますが、そういったことをやる場合にどういった頻度

で生じるようなソースタームを考えるのが良いのか。保守的にするには十分低頻

度のものまで考慮することが良いということでありますが、そこにもやはり限度

はあると思います。 

 また、格納容器破損が十分に低頻度であることを前提に出来るならば、格納容

器の機能を期待できると、これが現在の仮想事故解析の前提条件でありますけれ

ども、それを保証するために、格納容器破損が十分に低頻度であること、こうい

ったことを要求するのはどうかと。 

 それから、格納容器漏えい率に関しては、十分低頻度であるような格納容器漏

えい率、事象として低頻度、すなわち漏えい率としては大きなものを考える。ど

ういったものが十分なのか、どういったものが適切なのか、そういったことを検

討する必要がありますが、こういったところが設計や運転時やアクシデントマネ

ージメントに対する要求になるのではないかと。実際これまでの過去の検討を見

ましても、格納容器に対する設計要求というのは議論されてきておりましたが、

今回も検討課題として、この辺りの格納容器に対する設計要求、こういったもの
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についてもう一度 新知見を入れて考えるというのが重要ではないかというふう

に考えておりまして、この辺りについては次回、より詳細に議論していただきた

いと思います。 

 本日議論いただくところはＢ．のところでありまして、１０ページ目をご覧く

ださい。課題として順番に列挙しております。 

 まず、仮想事故の検討を進めるにあたって、仮想事故の位置付けというのをも

う一度認識して議論していただく必要があるだろうと。仮想事故は、燃料棒被覆

管の閉じ込め機能が大規模に喪失するということでありますので、ある意味、シ

ビアアクシデントの中に位置付けられるものであります。これにつきまして基本

的な評価条件は、シビアアクシデントに対する知見がほとんどなかった指針策定

時の知見に基づき策定されていると。想定事故評価に基づき離隔の適切性を判断

することは、米国でも実施されているが、米国においては、設計基準事故解析に

おける放射線影響評価として行われており、立地評価という呼び方はしていない

等々の背景を踏まえた上で、課題といたしまして、仮想事故に基づく公衆との離

隔の適切性に関する現行の要求の意義の確認、 新の知見から見た今後の方向性、

それから仮想事故の現行の定義「技術的見地から起こるとは考えられない事故」

というのは適切なのか。また、他にどういう定義の仕方があるのか。それから、

仮想事故の想定条件は、シビアアクシデント全体の中でどのように位置付けられ

るのか等々、こういった課題があると考えられます。 

 次に、１１ページにまいりまして、本日はソースタームについてより具体的に

詳細に議論していただくために、梶本先生にこの後ご説明いただくところであり

ますが、そこでも説明いただくことになるんですけれども、米国では、１９９０

年代の立地関連指針の改定の際に、ＮＵＲＥＧ－１４６５というものを新たに使

うようにしたと。それは日本で今使っているものに比べて 新の知見が入ってい

るわけですが、こういったことを背景として、課題としましては、どういったソ

ースタームを使うことが良いのか、そのためにどういった条件のシビアアクシデ

ントを考えて、どういったソースタームを選択するのか、ソースタームの策定条

件を明確にすること等が明確になると思います。 

 また、米国の更新ソースタームは当然参考にはなりますが、１９９０年代にや

られた検討でありますし、その後の知見等もありますから、そういったものを踏
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まえた検討をすることも重要な課題だと考えます。 

 続きまして１２ページにまいりまして、被ばく評価手法に関する検討でござい

まして、ご承知のように、仮想事故時の放射線影響を評価するため直接線、スカ

イシャイン線、放射性雲の移行等による被ばく評価を行っております。これに関

して、 新の技術知見から見て評価手法について、今のやり方が適切であるかど

うか、そういったことを検討する必要があるのかどうか、そういったことを明確

にする必要があるかと思います。 

 こういったところはかなり細かな話になりますので、場合によっては学会等に

要請するようなことがあるかもしれませんが、その場合にはどういった形で学会

に要請するか。１回目の議論で、学会に技術的事項を要請するとしても丸投げみ

たいな形にはしないと、規制としての影響や効果を十分認識した上で学会に要請

すると、そういうこともありますので、ここで十分な検討をした上で、学会に要

請する場合でもそういう検討はする必要があるという先生方のご意見が今のとこ

ろまとめられております。 

 次は１３ページで、重大事故・仮想事故の一本化で、先ほど竹下先生からもご

指摘がありましたように、特にここには書かれておりませんけれども、他の核燃

施設との関連で、単純に一本化するというのは問題ではなかろうかと、そういう

こともあるかと思われます。この一本化の検討自体につきまして、従来の改定の

検討におきましても検討されておりまして、従来の検討では、非居住区域、低人

口地帯の両方が敷地内に収まること、また重大事故の影響は仮想事故に包絡され

ることが示されていると。こういったことから、こういう条件の場合を考えます

と、重大事故というものが必要なのかどうか、そういった課題が出てくるわけで

す。 

 次に、１４ページにまいりまして、めやす線量の問題であります。このめやす

線量に関しましては、別に放射線防護専門部会の方で検討いただくことになって

いるんですが、こちらの小委員会でもある程度の検討はしていただく必要がある

かと考えています。 

 特に 新の知見として、ＩＣＲＰ２００７の勧告で、１００ｍＳｖ以上の線量

で、確定的影響や有意な発がんリスクの増加の可能性があると、そういったこと

がまとめられております。 
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 また、リスク拘束値の考え方も明示されておりまして、ある線量の潜在被ばく

の許容性を判断するには、ここに書かれておりますように、１年間にその線量を

受ける確率と、受けた線量による生涯にわたる死亡確率の積がリスク拘束値以下

であるということを求めると、そういったことが書かれております。 

 更に、原子力施設について非常に明確な提言として、段落２７０番のものがご

ざいます。「大規模原子力施設において、事故の防止と影響緩和のための設計基

準としての線量基準は、規制機関によって選択された複数の潜在的被ばくシナリ

オにより規定されえる。潜在被ばくに適用されるこの線量基準は、事故の確率を

考慮することによりリスク拘束値から算出されるべきである。」と。すなわち簡

単に言いまして、潜在的な影響を考える上では、発生頻度が非常に低いものにつ

いては、めやす線量といいますか、そういったものについては大きくても構わな

いのではないかと、そういう考え方が 新の知見としてまとめられております。 

 そういったものを踏まえた上で、現行のめやす線量の設定の考え方が適切であ

るかどうか、そういったことを検討していただくのが課題になると考えられます。 

 続きまして１５ページでありますけれども、集団線量評価に基づく人口密集地

帯との離隔ということでありまして、ご承知のように、現行では２万人Ｓｖと比

較して判断するということをやっておりますが、これは我が国の特徴的な評価で

ありまして、ＩＡＥＡや米国等ではこういった形での要求はやっておりません。 

 ＩＣＲＰ勧告でも、集団線量に関して 適化の道具として異なる防護手法や作

業手順を評価するために使用することは推奨しておりますが、こういった形での

集団線量の使用の仕方というのは、必ずしも要求していないのではないか、むし

ろＩＣＲＰの考え方に反するのではないかというご意見があったかと思います。 

 また、集団線量の考え方に関しましては、安全目標の検討の部会でもかなり議

論されておりまして、ここに引用しておりますように、下線部にありますように、

「ある範囲の公衆の平均個人リスクに定量的目標を与えることによっても、広範

囲に被害をもたらすある規模以上の事故の発生確率を抑制する効果がある。」と

いうことで、個人リスクの方でもかなり代替できるのではないかという意見もこ

れまで示されております。 

 ですので、課題といたしましては、こういった背景を踏まえて、集団線量を検

討することの意義を再確認する必要があるかと思われます。 
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 その次の１６ページは、他の原子力施設についての検討でありますが、これは

先ほど説明させていただきましたように、今後検討いただくということで、本日

はこの資料の３ポツにあたるところについてご議論いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○平野主査 ありがとうございます。もちろん、前回議論したところで、２章の

方ですか、何かありましたらご意見は結構ですが、今日は主として、今ご説明の

あった３章、現行離隔要求に対する 新知見の反映ということで、またそれが幾

つかに分かれておりますけれども、背景についてこれで問題ないか、それから課

題については、これからこういうことを検討していくということとなりますので、

追加するような課題があるのかどうか。意義についてももちろん、どこからでも

結構でございますので、ご議論願います。 

 どうでしょうか。私のほうから質問ですけれども、１４ページ、１５ページに、

めやす線量とか集団線量に関して、 後の留意事項というところで「放射線防護

専門部会と連携して検討を実施」というのがございますけれども、ここに書いて

ある課題について、こちらの放射線防護専門部会の方で既に議論が始まっている

のでしょうか。あるいはこれらの課題について検討しようと向こうでもなってい

て、大体いつごろ出てくるのでしょうかという話と。 

 それからもう一つは、１６ページで、特に（１）の一番 後のポツで、「余裕

深度処分施設、地層処分施設等について、安全委員会の専門部会等で検討が進め

られている。」という留意事項があるんですが、これについても、この立地小委

員会で検討している 中に何かまとまったものが出てくるというふうに考えた方

がよろしいんでしょうか。その辺をご説明願います。 

○与能本安全調査管理官 では、まず私の方から説明いたしまして、その後、関

係担当課室の方から説明をお願いしたいと思います。 

 まず、放射線防護専門部会の方では部会を開催して、こういっためやす線量等

を検討するためのワーキング・グループを作ると、そういうことが決まっており

ます。ワーキング・グループの第１回目が明日開催されることになっております。

そこで検討していただく内容は、先生方は放射線防護の専門の方々でございます

ので、例えばリスク拘束値の話でいきますと、受けた線量による生涯にわたる死

亡確率であるとか、死亡確率と受けた線量の換算値の関係であるとか、そういっ
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たことの議論をしていただくことになるのかなと思っております。 

 一方、連携という意味で、こちらの方で議論していただきたいのは、こちらの

方ではシステムの安全の先生も多くおられますので、例えば確率のところですね、

そういった線量を受ける確率、まさにシビアアクシデントの発生頻度的なもので

ありますけれども、そういったことに対してどういった目安を考えることが出来

るかと。そういったところで、もちろんこの辺りの確率は、現在、我が国で正式

に確率論の規制を導入していないから、明確には言えないところがあるわけです

が、保守的にいってもこのぐらいは大丈夫であろうかとか、そういったことは議

論していただいて、両方の議論を合わせることによって、めやす線量につていは

現状のものがどうなのかとか、そういったことについての議論がまとまっていけ

ば良いかなというふうに考えています。 

 それから、もう一つの余裕深度処分施設については、私は情報を把握しており

ませんので、他のお分かりの方、お願いしたいと思います。 

○平野主査 余裕深度処分施設の方についての専門部会の報告は、タイミングよ

く出てくるのであれば、ここに書いてある背景ではそれも考慮してくださいよと

いうことだと思いますので、報告をしていただくということにしたいと思います。 

 それから、今の事務局の説明の、別に言葉じりを捉えるわけではないんですが、

どのぐらいの被ばくを受ける確率がどのぐらいあるかというのを紹介するという、

そういうことも検討するということで、大変結構だと思うんですけれども、確率

が規制に使われていないから余りどうこうとか、保守的にどうかということは、

本来おかしいのであって、確率値でもって基準を決めているようなことはしてい

ないということであって、技術的な検討について確率論的な評価を使うというこ

とは、むしろリスク情報の活用という点では、安全委員会の基本方針で大いに奨

励されていることなので、確率で今何かの判断をするということはしていないと

いうことだと思いますので、ちょっと余計なことを言いましたけれども。 

 他に。どうぞ。 

○酒井委員 たまたまめやす線量のところが今話題になっておりますので、コメ

ントを幾つか申し上げます。 

 まず、めやす線量２５０ｍＳｖとありますけれども、これは恐らく、当時とい

いますか、数十年前の段階で、人への影響として明らかに観察される、恐らく白
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血球、リンパ球の減少というもの、これが当時、一番感度の高い影響だったかと

思います。それが見られるのがおおよそ２５０ｍＳｖ、２５ラッドと言われてい

た時代がございますので、その数字かなという気がいたします。 

 それから、そのすぐ下に１００ｍＳｖ以上の線量で、これはここにあるとおり

なんですけれども、この１００ｍＳｖという位置付けは、計画被ばく、つまりこ

れから何らかのアクションを起こして、実際に被ばくをした場合にその影響をど

う考えるかというような状況で議論される線量であります。 

 そうしますと、今、主査がおっしゃったところにすぐ結びつくんですけれども、

今現在、潜在被ばく、起こるかもしれない被ばく、起こることを想定はしていな

いけれども起こるかもしれない被ばくに関しての線量をどう考えるか。それはそ

こにまさに、式といいますか、１年間に受ける確率、それから線量による死亡確

率、それからリスク拘束値、これをもってリスク拘束値。そうしますと、ここの

ポイントは、１年間に線量を受ける確率、言い換えますと、重大事故あるいは仮

想事故が起こる頻度、見込まれる頻度、これが与えられると、逆に、どっちの言

い方をしたらよろしいんでしょうか、与えられないとリスク拘束値という概念は

動きませんし、与えられれば、まさに２００７年勧告で主張されているような形

でのリスク拘束値による運用ということになるかと思います。 

 ですから、生物影響の方から見ますと、２５０ｍＳｖというのが重大事故ある

いは仮想事故の段階のめやす線量として与えられているのは、実際に起こるかも

しれない計画をした場合の被ばくと、それと潜在被ばくというのが、何か適用が

混乱しているのかなという気がいたします。 

 以上です。 

○平野主査 どうもありがとうございます。かなり本質的な議論に入ってきたか

と思うんですけれども、どうぞ、他の方。 

○本間委員 ＩＣＲＰ自身は、今、酒井委員の方からありましたように、１００

ｍＳｖ、新しいＩＣＲＰのバウンドは、計画被ばく状況に対しては線量拘束値、

それから、それ以外の緊急時被ばく状況あるいは現存被ばく状況では参考レベル

という形で、バウンドとして、１００だけではなくてある値が示されているわけ

ですけれども、潜在被ばくというもの自身のコンセプトは、いわゆる計画段階、

計画被ばく状況の中に含まれると、基本的にはそういうふうに考えられます。た
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だ、それを、計画被ばく状況というとふつう通常時の放出である。ただ、今扱っ

ているような立地段階での事故時の評価も計画段階で扱う、それを潜在的な被ば

くとして確率的に扱うので、線量拘束値ではなくてリスク拘束で見るということ

ですので、基本的には潜在被ばくを計画被ばく状況で扱うというのは問題はない

というふうに私は思います。 

○平野主査 ありがとうございます。その辺の詳しい議論は、先ほどの放射線防

護専門部会のワーキング・グループの方で深い議論をしていただいて、こちらに

報告というか、教えていただければと思っております。 

 他にいかがでしょうか。 

○早田安全委員 今の拘束値の話で、私はこの話を伺った時に、今、酒井先生が

おっしゃった 初の１年間にその線量を受ける確率というのは、要するに何か出

てくるような事故がどのぐらいの頻度で起きるかというご質問だと思うんです。

そうすると、今、発電所は全部、確率論的評価をやっていて、炉心損傷事故の発

生頻度というのは、１０－５とか１０－６になるんですね。そうすると、その事故

というのは炉心損傷までだから、外までいかない可能性も、アクシデントマネー

ジメントその他もあり、ないんです。そうすると、受けた線量による生涯にわた

る死亡確率というのが出てこないかもしれないし、その場合の拘束値というのは、

１０－５というのは、はるかに下側ということになるんですけれども、そういう

考えで線量云々というのを考えて、良いのかどうかと言うのは変なんですが、ど

のように受け止められるか。明日、ワーキング・グループでも入り口論のところ

でそういう状況があるということをお話を、事務局からでもしてもらった方が良

いかなと思っているんですが。 

○平野主査 ありがとうございます。その場合は、今のお話では、シビアアクシ

デント対策とかＡＭというのをどう位置付けるかというところが関係しているか

と思うんですね。非常に低いということが言えますね。あるいは外的事象をどう

考えるかという問題も出てくるかと思うんです。 

○早田安全委員 今の外的事象は考えていないので、それからアクシデントマネ

ージメントなしでも、たしか１０－５前後の話ですよね。 

○久住安全委員 今ご指摘のように、リスク拘束値で物事を考えるという時に、

１０－５、１０－６のオーダーのものをどう入れるかというのは議論があるところ
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かと思います。基本的にどのように考えていくことが重要かというところから、

放射線防護専門部会のワーキング・グループで検討したいと思います。それには、

こちらの方の部会のご意見も反映させる形で一緒に検討させていただきたいと考

えております。 

○平野主査 ありがとうございます。本小委員会からもメンバーがそちらのワー

キング・グループに参加していると認識していますので、十分議論が出来るので

はないかと思っております。 

 他に。どうぞ。 

○久木田安全委員 今、壁に映っている絵ですけれども、これは事務局とのディ

スカッションのために、作業用にごく短時間で作ったものですので、そのことを

お断りしておいた方が良いかと思います。 

 そのために、言葉遣いとかかなり荒っぽい表現になっておりますけれども、１

つだけ説明しておきたいのは、左側の格納容器を緑色の四角で囲ったような形に

なっておりますけれども、これは現在立地評価に使われている重大事故・仮想事

故というのは、この緑色の四角の中で何が起こるのかということは詳しくは問わ

ないけれども、 悪の場合には起こり得る事故として重大事故を考え、そして、

起こり得るとは考えられない事故として仮想事故というものを考えて、そこから

環境に出てくるソースタームというものを与えているという、そういう仕掛けに

なっているわけですが、ここでの議論というのは、この後の梶本さんのご発表も

含めて、この緑色の四角の中で何が起こるかということを、 新といいますか、

実験解析的な知見に基づいて評価をしようということをやろうとしているわけで

す。 

 しかしながら、梶本さんのご発表の中でも出てくると思いますけれども、考え

得る事故シナリオというのが非常にたくさんあるわけですし、その中で起こる現

象というものも極めてたくさんの複雑な現象が起こる。そういったものをひっく

くるといいますか、そういう形でまとめるという作業をしないと、立地評価に現

実的に使うことは出来ないだろうと。 

 右上の四角に書いてありますのは、これはごく粗い試みの案ですけれども、そ

ういったさまざまなシナリオというものを様式化といいますか、まとめるために

どういったことが考えられるかということの一つの案でございます。炉心から格
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納容器に出てくる放射性物質の量をソースタームと呼びますけれども、それはシ

ナリオによって違うけれども、十分に確率の低い、頻度の低いシナリオで出てく

るようなかなり大きな量のものを考えることが必要であろうと。 

 ただし、格納容器の破損というものが十分に低い頻度であるということが立証

されていることを前提として、格納容器の機能は維持した形で評価することにな

るだろうと。そして、格納容器から漏えいする割合、つまり格納容器に出てきた

もののうち、どれだけが環境に出ていくかという割合を計算する時には、十分に

起こりにくいような状況を想定することになるのかなという、そういったことが

書かれております。 

 そういった十分に低頻度ということを確認するためには、必要に応じて格納容

器の設計あるいは運転等について、規制からの要求あるいは確認という作業が必

要になってくるだろうと、そういったことをごくごく荒っぽくまとめたのがこの

絵だというふうにご理解ください。 

 もちろん、今後の議論によってこういったものをリバイスしていくこと、それ

からここでは非常にたくさんのことをはしょって、ごくごく少ない数の項目だけ

を挙げていると、そういったものであるということをご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 山内委員、どうぞ。 

○山内委員 話は元へ戻るかもしれないんですが、さっきの竹下さんのあれが非

常に引っかかるものですから、確認しておきたいんですが、いわゆる低人口地帯

あるいは非居住区域、これの設定というのは今の法律は全く予定していません。

あくまでも設置許可の段階の時に評価をしてみて、低人口地帯である、あるいは

非居住区域であるということが確認されるだけです。いわゆる電力さんの敷地と

か事業者さんの敷地というものはあるんですけれども、低人口地帯とか非居住区

域の設定ということはあり得ません。 

 問題は、そういう状態がいつまで保存できるかということについて、これは品

質保証との問題に絡むんですけれども、我が国はそういう制度を持っていません。

従って、設置許可をとって運転を開始した後に居住区域になる、あるいは低人口
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地帯が変わる。これは被ばく線量によって変わっちゃいますから、変わり得るわ

けですが、その時にどうするかという問題が残っているわけです。 

 それに対して、私なんかは、あくまでも事業者さんが施設によって、例えば場

合によっては二重の格納容器とか、そういうものによって代替していただかなけ

れば運転は出来ないという状態になると、そういういわゆるシビアな問題を抱え

ているということだけは理解していただきたいと思っております。 

○平野主査 ありがとうございます。大変大きな問題を提起されたと思いますが、

そのことも含めてこれから議論していきたいと思います。 

 よろしければ次の議題に移りたいと思うんですが、前回のＡ項、基本的考え方

に対する 新知見の反映と、それから今日のＢ項、現行離隔要求に対する 新知

見の反映、それからＣ項の他の原子力施設についての検討、含めまして、今日の

議論を踏まえてもう一度、特に課題を整理しまして、これらの課題について、長

期的に方向性だけを議論して、我々としては直接的には専門部会からの宿題とし

ては、今年度中に何が出来るかと、今年度中にもし改定するとしたらどんなもの

が考えられるかという宿題もありますので、その長期的な課題と短期的な対応と

いうのを分けて、多分、議論は必要に応じて並行して議論することになるかと思

いますが、事務局の方でまず整理をして、次回に皆さんに提案して、了承を得て、

それに沿ってある程度スケジュールを決めて議論していきたいと思いますので、

事務局は大変ですけれども、よろしくお願いします。 

 それでは次の議題ですが、ただいまの議論でもありましたけれども、ソースタ

ームに関して、米国の更新ソースターム、ＮＵＲＥＧ－１４６５の特徴等、それ

から今後の課題も含まれているかと思いますけれども、梶本委員の方から説明を

お願いします。 

○梶本委員 それでは、立地評価のソースタームに係る検討ということで、話題

を提供したいと思います。 

 もともと米国の方では、１９６２年、日本で言う仮想事故に相当するＴＩＤ－

１４８４４というものを立地評価に適用するということを決めたわけです。従っ

て米国は重大事故という考えはない。このＴＩＤ－１４８４４という仮想事故相

当のソースタームで見ると。非居住区域と低人口地帯というのが、そのＴＩＤ－

１４８４４という一つの事故のシナリオの中の評価機関を変えることではかって
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いると。日本のように事故の種類を変える、事故の規模を変えると、そういう発

想ではなかったということです。 

 とはいえ、これも１９６２年に策定したということもあって、米国でもこれは

そろそろ改定の必要があるのではないかと。特にシビアアクシデントの研究、そ

れから確率論的安全評価の研究が著しい進歩を遂げたということもありまして、

米国は１９９５年にシビアアクシデントの知見、それから確率論的安全評価の知

見を反映して、ＮＵＲＥＧ－１４６５という、ＴＩＤ－１４８４４に代わる、日

本の仮想事故相当に代わる更新ソースタームというものを出してきたということ

になります。 

 ここでは、ソースタームを検討する時にどのようなことに着眼して議論しなけ

ればならないかと、そういう着眼点。それから、ＮＵＲＥＧ－１４６５の策定を

した時に、米国がどういう検討を重ねてきたのか、その内容、背景ですね。その

検討の状況を紹介したいと思います。そして、それら 新知見から見た時の仮想

事故のソースタームを検討する上での検討事項ですね、ソースタームの内容を見

る上での検討事項についてまとめてみたいと思います。 

 紹介する内容ですが、まずソースタームとは一体どんなことを考えないといけ

ないのか。ソースタームの構成要素というのは一体何でしょうと、そういうとこ

ろを紹介したいと思います。それから、随分話題になっています米国の更新ソー

スタームですね、ＮＵＲＥＧ－１４６５が一体どんなもので、どういう技術的な

背景から生まれてきたものか、そのバックグランドと当時検討された課題につい

て紹介したいと思います。その次に安全評価指針、立地評価、この安全評価指針

の中の立地評価の部分に仮想事故のシナリオがみんな書かれているわけですが、

そのソースタームを検討する時にどんな課題があるか。 後にまとめということ

を報告したいと思います。 

 まず、ソースタームの構成要素についてですが、ソースタームを検討する時に

は、下の表に示したような項目について検討する必要があります。まず事故の種

類ですね、どんな事故を想定するかというのがあります。それから、大気中へ放

出されるまでの放射性物質の放出経路がどんなものかというのがあります。 

 俗に言うソースタームというのは、この表に書きましたように４つのアイテム

を言います。まず放射性物資の種類と性状、性状というのはガスであるとかエア
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ロゾルであるとか、あとは化学形態とかそういうものを含みます。それからもう

一つ、格納容器等への放出量、どれぐらい格納容器に放出されてくるか。特に立

地評価に関しては、ソースタームというのは格納容器へのソースタームという意

味で使われています。まずその放出量。それから格納容器等への放出の時期、い

つ格納容器に放出されてくるか、そういう時期の問題。それから、その放出がど

れぐらい継続するのかという放出継続時間というものがあります。 

 これが俗に言うソースタームなんですが、ＮＵＲＥＧ－１４６５の中でも言っ

ていますように、ソースタームと言えば厳密にはこれなんだけれども、沈着・除

去まで含めてＮＵＲＥＧ－１４６５では議論して、ソースタームという言葉で一

くくりにしていますということが断られています。この沈着・除去、 終的に格

納容器に出た後に、格納容器の漏えい箇所から大気中に出ていくわけですが、そ

の間、格納容器の中での放射性物質の自然沈着の問題、それから格納容器スプレ

イやフィルター等の工学的安全設備による除去というものがあります。こういう

ものをどう評価していくのかということがあるわけです。これを順番を追って説

明したいと思います。 

 まず想定事故からです。想定する事象とか事故の概要について紹介しておきた

いと思います。まず、指針類の中で書かれている想定事象というのがあります。

これがどういう段階でどのように書かれているかについて紹介しておきたいと思

います。 

 これは安全評価指針の中に事故の分類が書かれているわけですが、まず 初に

運転時の異常な過渡変化というのがあります。これは原子炉の運転中において、

原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一故障もしくは誤動作、そういう

ものでこれらと同等の頻度で発生すると予想される事故、異常な事態に至る事象

というのがあります。これが俗に言う過渡変化、異常状態ですね。 

 それから、実際に事故というものが定義されています。事故というのは、運転

時の異常な過渡変化を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、

発生した場合は原子炉施設からの放射性物質の放出の可能性がある事故であると

いうことを事故と定義しています。 

 次に指針類の中で定義しているのは、立地評価に対する事故が定義されていま

す。まずその中で重大事故ですね。これは先ほどからもありましたが、敷地周辺
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の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地から見て、 悪の

場合には起こるかもしれないと考えられる事故というものを重大事故としている

わけです。これが先ほどから議論がありますように、非居住区域の距離を測る目

安として使われると。 

 次に仮想事故というのがあります。この仮想事故は、安全評価指針の中の立地

評価の中で定義されているんですが、重大事故を超えるような技術的見地からは

起こるとは考えられない事故ということが言われています。そこに「例えば」と

いうのがありますが、これも指針集の中の言葉ですが、「重大事故を想定する際

には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し、それ

に相当する放射性物質の放散を仮想する。」と、これが仮想事故であるというこ

とになります。 

 さて、次にシビアアクシデントです。シビアアクシデントは、指針類といいま

すか、専門部会の意見ですが、どう記載されているかというと、「設計基準事象

を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心

の冷却又は反応度の抑制ができない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に

至る事象」、これがシビアアクシデントであると。この安全委員会の方で出され

ている指針類には、事故の種類についてこのような記述がされているということ

になります。 

 では、こういう分類の仕方は分かりましたと。では一体どんな事故がそれぞれ

の分類の中でされているんでしょうかというのを具体的に書いたのがこのスライ

ドです。これを全部読んでいると時間がありませんので割愛させていただきます

が、まず運転時の異常な過渡変化については、炉心内の反応度または出力分布の

異常な変化であると。その中に幾つかの事象が分類されていて、ＰＷＲ、ＢＷＲ

に対してどれが適用されるということになっています。それから、炉心内の熱発

生または熱除去の異常な変化、次に原子炉冷却材圧力または原子炉冷却材保有量

の異常な変化、こういうものが異常な過渡変化にあたるということになります。 

 続いて事故ですが、事故は実際どのようなものが考えられているかというと、

原子炉冷却材の喪失または炉心冷却状態の著しい変化というのがあります。この

中には原子炉冷却材喪失であるとか、原子炉冷却材流量の喪失であるとか、ポン

プの軸固着であるとか、給水管破断、いろんなものが考えられていると。 
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 もう一つの分類として、反応度の異常な投入または原子炉出力の急激な変化、

これは制御棒飛び出しであるとか制御棒落下。 

 あと、これからの議論のポイントになる、この事故の分類の中で、環境への放

射性物質の異常な放出と分類されているものがあります。この中には、放射性気

体廃棄物処理施設の破損、それから主蒸気管破断、蒸気発生器伝熱管破損事故、

燃料集合体の落下、原子炉冷却材喪失、制御棒飛び出し、制御棒落下と、このよ

うなものが分類されていると。 

 そして、原子炉格納容器内の圧力、雰囲気等の異常な変化というのがあります

が、これもこの立地指針等検討小委の中で議題になるかもしれませんが、原子炉

冷却材喪失と可燃性ガスの発生の問題、それから動荷重、こういうものが分類さ

れているわけです。 

 では立地評価事故はというと、これは重大事故の中では、分類としては格納容

器内放出、格納容器外放出、要するに格納容器の雰囲気の中を経由して放射性物

質が大気中に出るものとして原子炉冷却材喪失、それから格納容器の雰囲気を経

由しない、格納容器をいわばバイパスしてしまう事故、これとして主蒸気管破断

と蒸気発生器伝熱管破損事故があると。 

 仮想事故はといえば、これは重大事故と同じ種類の事故が想定されていますが、

事故の想定の規模あるいは安全系の性能について厳しい仮定がされていると。 

 あともう一つ、指針の中には、よく注意して見ないと出てこないんですが、事

故の種類の中で決定核種判別のために使われる事故想定というのがあります。こ

れはフルモックス装荷炉心については、指針の中で、フルモックス装荷の炉心の

申請があれば、それ毎に個別に評価しなさいということで、よう素、希ガス、要

するに決定核種が何になりますかということを判別するもので、この場合には原

子炉冷却材喪失が対象になっていると、こんなふうになっていると。 

 では、シビアアクシデントでは一体どうなっているかというのがあります。さ

っきの立地評価事故となるべく対比できるようにして書いたんですが、格納容器

内の放出、要するに格納容器雰囲気中を経由して放射性物質が大気中に放出され

る可能性、そちらのルートからすると、ＬＯＣＡ時、これは原子炉冷却材喪失事

故のことですが、配管破断ですね、ＬＯＣＡ時注水失敗、それから高圧系、低圧

系が全て不作動で炉心への注水が失敗すると。それから、高圧注水に失敗してそ
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のまま原子炉を減圧できなかったと、そのため低圧系が生きているにもかかわら

ず、低圧系で結果的に注水できないと、そういう事態になるもの。それから、全

交流電源喪失の場合であるとか、原子炉未臨界確保失敗の場合であるとか、崩壊

熱除去失敗とか、こういうのがあります。これは大体ＢＷＲです。 

 あとＰＷＲは、ちょっと省略しますが、特徴的なものとして、蒸気発生器伝熱

管破損、格納容器外放出ですね。漏洩箇所隔離機能喪失と難しいことが書いてあ

りますが、これは実は蒸気発生器伝熱管破損事故のことです。それから、インタ

ーフェイスＬＯＣＡについては、ＰＷＲ、ＢＷＲ、両方あります。 

 ここの表記なんですが、これは分かりにくい表記で、シビアアクシデントはい

ろんなシナリオがあるので、一々全部書いていると非常に長ったらしい名前にな

ってしまうということで、皆さんいろいろ工夫されています。ここで書いている

名称は、当時、通産省の資源エネルギー庁で原子力安全委員会の決定文が１９９

２年に出されて、それを受けて通商産業省の資源エネルギー庁が軽水型原子力発

電所におけるシビアアクシデントマネージメントの整備についてという検討報告

書を出しています。この中で使われている用語を全部使わせていただきました。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これだけあります。ただし注意してい

ただきたいのは、これはグループ化されています。こういう種類のグループで、

この中にはもっとたくさんあるわけです。例えば、一番上にＬＯＣＡ時注水失敗

とありますが、これには破断口径がいろいろ違うことを考えると。破断口径が６

インチ口径破断以上、それから４インチ口径相当、２インチ口径相当、それから

極小破断とか、こういう分類が物すごくたくさんあります。そういうものを総括

していますので、これだけ見て、ああ単純だなと思われては困るんですが、物す

ごいたくさんの事故のシナリオがあります。ただ、機能的に分類するとこんな形

でグループ化できますということになります。 

 あと、シビアアクシデントの問題については、特に格納容器破損に至るシナリ

オがあるということで、これは立地評価事故とかそういうところで考えていると

ころと少し違うところです。 

 ここにまとめた表は、シビアアクシデント時に格納容器機能喪失、要するに格

納容器がどういう形で壊れていくのかという要因を全部まとめたものです。この

表はＢＷＲ原子炉施設で、これは日本原子力学会から発行されている「原子力発
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電所の確率論的安全評価に関する実施基準（レベル２ＰＳＡ）」というのがあり

ますが、学会標準ですね。これは今年４月に出たと思いますが、この中に同種の

分類がされております。 

 このように格納容器がありますと、例えば左から３番目の格納容器の状態を見

ていただいて、格納容器が健全である場合、格納容器がバイパスしてしまう場合、

格納容器隔離に失敗してしまう場合と、こういうのは格納容器が壊れるわけでは

ないんですが、こういうものも格納機能を喪失するという意味でこうなってしま

うと。 

 それから、格納容器が物理的に壊れるというものがあります。早期に格納容器

が壊れてしまうもの、これは水蒸気爆発であるとか、原子炉未臨界確保失敗時の

過圧破損であるとか、あと格納容器外での水蒸気爆発であるとか、原子力発電所

特有の格納容器雰囲気直接加熱であるとか、水素燃焼であるとか、いろいろある

わけです。こういうものは格納容器が割と早い時期に壊れると。 

 それから、格納容器が壊れるまでに１日以上かかるようなものとしては、そこ

に書いてありますが、格納容器の貫通部の過温破損であるとか、非凝縮性ガスの

蓄積による格納容器の過圧であるとか、こういうのが事故のシナリオによってみ

んな分かれてくるということになります。 

 次にＰＷＲがありますが、これを全部説明していると大変なのでちょっと省略

しますが、ＰＷＲの方は特徴的なのは、右の欄、上から２段目に蒸気発生器伝熱

管破損事故というのがあります。これが格納容器をバイパスする典型的な例とい

うことになります。こういうものがあると。 

 こういういろんな種類があるんですが、これを非常にラフに見るとこの図のよ

うな分類が出来ます。横軸が、これは炉心内蔵量に対する大気中への放出割合と。

これは格納容器への放出割合ではありません。炉心内蔵量に対する大気中への放

出割合を模式的にイメージ的に書いたものです。横軸が右に大きくなるほどたく

さん出ると。一番右端、１００のところが、炉心の中にあったものが全量大気中

へ出てしまいますという場合です。縦軸の方に発生頻度をプロットしています。 

 ただ、この発生頻度をプロットする時に、各種事故であるとか立地評価事故を

プロットするのは非常に困難なところがありまして、こういう概念は余りないと。

各種事故については、従来から、１０－４ぐらいではないかという議論は昔から
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あります。立地評価事故について、特に仮想事故は、仮想事故なので頻度なんか

あるわけがないということで、頻度を定義するのはなかなか難しいんですが、放

出量の観点からすると、黒い波線で囲ってありますが、大体この範囲に、これは

プラントによる違いでこれぐらい幅が出るんですが、こんな範囲に入っていると。 

 それから、もう一つは緊急時避難ですね。防護対策でとられるところは、希ガ

スの場合は１０ｋｍの地点で１０ｍＳｖの外部被ばくに達するような放出量とい

うのがこの辺になると。これも四角ではっきり書いてありますが、これも頻度に

ついては分からないので、縦に棒一本の波線で書くのが正しいんだと思います。

それから、アクシデントマネージメントが講じられるような領域というのが、希

ガスの放出割合はこの範囲になると。頻度も大体これぐらいですと。格納容器が

破損するような事故というのはＰＳＡで完全に分かっていると。１０－８ぐらい、

パー炉年ですが、非常に確率は小さいと。格納容器が壊れない限り、大気中への

放出は非常に小さいということが分かります。 

 希ガスの場合は、プラントの中で除去されにくいので、かなりの量が出るんで

すが、そこに書いてありますように、ＴＭＩ－２事故というのがちょうどその辺

りで、炉心の１％ぐらいは出ると。これはＴＭＩ－２事故の事故の頻度は幾らだ

というのはなかなか難しい問題があるんですが、これについては１９７５年にＷ

ＡＳＨ－１４００がＴＭＩ－２事故相当の事故を予測しておりました。それが大

体１０－４ぐらいというのが言われていました。 

 次のページがよう素です。同じような図ですが、これを全部説明していると大

変なので、ここで１つだけ言いたいことは、格納容器破損事故が起きたとしても、

右下の欄ですね、よう素は全量出るというようなことは余りないと。この範囲で

出ていくと。これは事故のシナリオによってこれぐらいばらつきが出ますと。 

 それから、特徴的なことは、スリーマイル島の事故のところを見ていただきた

いんですが、これは炉心の内蔵量に対して１０－７、要するにほとんど出なかっ

たと。よう素の１３１の放出量が１５キュリーということで、実際は避難命令が

出されましたが、ＮＲＣの専門家は避難する必要はないと言ったわけですが、州

知事が決定して実際は避難したわけですが、非常に小さいレベルであったという

ことが言えます。こういうこともあって、実はシビアアクシデントと言っても、

そんなめちゃくちゃに出ていくというわけではないわけです。 
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 放射性物質の経路、これは２番目のアイテムですが、これについて紹介します

と、先ほどから言っていますように、格納容器の雰囲気を経由して出ていくガス、

これは格納容器がありますので、放射性物質が非常に出にくい状況なんですね。

格納容器からのリークによってちょろちょろと出ていくと。ですから、格納容器

内の放出が生じる場合は、放出量は概して非常に小さくなります。格納容器外放

出というのは、格納容器は健全であったとしても、格納容器をバイパスして外に

出ていってしまうもの、ＰＷＲですと蒸気発生器伝熱管破損事故、これは格納容

器を経由しないで、蒸気発生器伝熱管の破損箇所から二次系統へ出て、そのまま

安全弁から出ていくと、こういう経路を通っていくわけです。 

 大体これで、放出経路で分類してみますと、一番左の欄で、格納容器の中を経

由するもの、格納容器をバイパスするものに分けてありますが、事象として、原

子炉冷却材喪失、制御棒、これは各種事故の中に入っていますが、格納容器外放

出としては蒸気発生器伝熱管破損、主蒸気管破断、それから気体廃棄物処理施設

破損、燃料集合体落下とか、こういう各種事故のうち分類するとこんなものがあ

ります。 

 ただ、各種事故に含まれないような過渡事象、多重故障を引き起こすようなも

の、それからインターフェイスＬＯＣＡみたいなシビアアクシデントにならない

とあらわれないような事象というものがあって、立地評価事故というのが、ちょ

うど格納容器内放出に対しては、重大事故、仮想事故も冷却材喪失を対象にした

格納容器内放出ですね。 

 それから、格納容器外放出に対しては、蒸気発生器伝熱管破損事故と主蒸気管

破断事故を対象にしていますと。シビアアクシデントは、もちろん、放出量が微

量なものは除いて全てのシナリオを対象にするという分け方になります。 

 次に、放射性物質の種類と性状ですが、ちょっと時間がかかり過ぎていますね。

少しスピードアップしますと、放射性物質の種類及び性状については、大体考え

られる範囲のシビアアクシデントまで含めて、放射性物質の種類、一番左の欄で

すね。希ガス、それからよう素、よう素は無機よう素と有機よう素、それから粒

子状のよう素ということに大体分類できます。その他セシウムとかテルルであり

ますとか、ストロンチウム、ルテニウム、セリウム、ランタン類があると。これ

はＷＡＳＨ－１４００の時に健康への影響が分類されて、放射性物質の健康影響



－49－ 49

への度合いが分類されたと。それを受けて 近は、シビアアクシデントの研究は、

更にそれを少し進化させていますが、大体このグループに分けて計算しています

と。あと評価もしていると。 

 特に、実際のシビアアクシデントの状況ではどうなるかということを仮想事故

と比較して書きますと、希ガスは気体で、いずれの場合も蒸気圧が非常に低いで

すから、すぐ気体になってしまいます。 

 よう素については、無機よう素辺りは、ちょうど凝縮点の近くにありますので、

気体になったり粒子になったりと、そういう変化を繰り返す。有機よう素は普通

気体ですね。それから粒子状よう素は、高温になると一部蒸発したりするものも

ありますが、基本的には粒子。 

 あと、セシウムも一部、単独では気圧が少し高いので、気体になったり粒子に

なったりします。それから、テルルというのはほとんど間違いなく粒子。それか

ら、ストロンチウム、ルテニウム、セリウム、ランタン類は、間違いなく、シビ

アアクシデントの事故時の条件とはいえ全て粒子としてほとんど振る舞うと。炉

心のごく近くは別ですが、すぐ粒子に変わってしまいます。 

 それから、次に放射性物質の格納容器への放出量、これはＬＯＣＡの場合です

が、仮想事故、今の放射性物質の種類毎に見ますと、仮想事故だと１００％格納

容器に放出されると。炉心の内蔵量に対して１００％が格納容器に放出されると

いうふうにしています。シビアアクシデントで、これは実際計算してみますと、

やはり１００％出てしまいます。 

 それから、無機よう素については、仮想事故では５０％というふうにしてあり

ます。これは炉心の中の５０％が格納容器の中に出ていきますと、残りの５０％

は直接格納容器の雰囲気中には出ませんという形になっています。これは実際シ

ビアアクシデントの研究ではどうなっているかと。ほとんど数％で、非常に微量

であると。 

 それから、有機よう素については、ここはちょっと表現がまずいんですが、こ

れは格納容器の雰囲気中に放出されたよう素の１０％が有機よう素であるとみな

しなさいというのがここに書いてある意味です。シビアアクシデント研究の方か

らどうかというと、非常に微量で、ほとんど対象にならないというのがあります

が、 近は一部揮発するものがあるのではないかという研究もあります。粒子状
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よう素については、５０％以上と言いますが、ほとんど９０％以上超えています。 

 それから、セシウムについては数％、テルルは数％、それからストロンチウム、

ルテニウム、セリウム、ランタンはほとんど燃料から出ないので、格納容器にも

ほとんど行かないというのがあります。 

 ただ、圧力容器が壊れて燃料そのものが格納容器に出たら、その時には何％と

カウントするんだというのがありますが、これはそういう意味ではなくて、雰囲

気中にどれぐらい出ているかと、そういう意味です。 

 それから、格納容器への放出時期、期間、これはＬＯＣＡの場合ですが、仮想

事故は希ガス、それから無機よう素、有機よう素に対しても、事故後、瞬時に格

納容器の雰囲気中に出るとします。ところが、実際シビアアクシデントの知見か

らは、希ガスは炉心損傷から圧力容器破損までの時に大量に出ると。それから、

よう素類についてもそうです。それからセシウム類についてもそうです。それか

ら、特徴的に違うのはストロンチウム、ルテニウム、セリウム、ランタン類は、

圧力容器が溶けて貫通して溶融物が格納容器に出て、その時に格納容器雰囲気中

に出ていくというのが主体になります。 

 次に、自然沈着、それから工学的安全設備による除去の問題ですが、これにつ

いては、仮想事故は、希ガスは沈着・除去なしというか、物理的にこんなものは

起きないと。それから、シビアアクシデントの状況でも、シビアアクシデントの

温度、圧力を考えると、これは全て気体で、ほとんど沈着するようなことも考え

られないということがあります。非常に圧力が高い場合には、希ガスは水の中に

閉じ込められますが、そういうことは起きにくいと。 

 それから、よう素は、無機よう素については、仮想事故では格納容器に放出さ

れるよう素の５０％が瞬時に沈着するとしなさいと。それから、格納容器スプレ

イ、フィルターによる除去は考えてもよろしいと。シビアアクシデントでは、こ

れは完全に物理的なメカニズムがどんどん働きますので、エアロゾルは自然の沈

着、拡散とか重力沈降とか、そういうものでどんどん沈着するし、あとはアクシ

デントマネージメントの操作によってどんどん除去されるということがあります。 

 それから、有機よう素は仮想事故では沈着・除去を考えません。ただ、ここで

書いてあるのは、有機よう素はフィルターでは除去されることは考えます。これ

は自然沈着は考えない、それから格納容器スプレイによる除去は考えないという
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意味です。それから、シビアアクシデントのところがバーになっていますが、ほ

とんど微量なので、余り計算の対象にしていない、評価の対象にしていません。

それから粒子状よう素、これも同じで、物理的なメカニズムでどんどん沈着する

ことが自然現象でどんどん起きていきます。 

 それから、セシウム、テルル、それからその他の固形分ですが、これはみんな、

仮想事故の中では雰囲気中には出ないというふうにしています。シビアアクシデ

ントの方では、これはコア・コンクリート反応の時に出ますので、それが物理的

なメカニズムでどんどん沈着していくということになっていきます。 

 この絵は、実際のシビアアクシデントの研究の知見によれば、こんなことが起

きるでしょう、シビアアクシデントの時に放射性物質はこんな振る舞いをすると

いうのが書いてありますが、これは省略させていただきますが、要するにエアロ

ゾルとか気体によって除去のメカニズムが違いますということと、工学的安全設

備、例えばスプレイによる除去も、ガスと気体とエアロゾルのような粒子ではと

られ方が違います。とられるメカニズムが違いますということを示しています。 

 次に、ＮＵＲＥＧ－１４６５の更新ソースタームについて詳細を説明したいと

思います。 

 これは１９９５年、米国のＮＲＣがＴＩＤ－１４８４４、これは先ほどから何

度も申し上げているように、日本の仮想事故に代わる更新ソースタームを取りま

とめたというのがあります。これがＮＵＲＥＧ－１４６５です。 

 更に、米国ＮＲＣは、ＮＵＲＥＧ－１４６５を適用する場合の規定、これはレ

ギュレタリーガイド１．１８３、これは２０００年に出されています。それとパ

ラレルに、ＴＩＤ－１４８４４を適用する場合の規定も併せてレギュレタリーガ

イド１．１９５として出します。こちらの方が遅いのがちょっとおもしろいんで

すが、こういう形になって出されています。 

 そのＮＵＲＥＧ－１４６５策定にあたっての検討をどんなことをやったかとい

うのがあります。ここでは順次紹介していきたいと思います。事故シーケンス、

どんなものを考えたか。それから、先ほど紹介しましたソースタームのアイテム

に沿って全部紹介したいと思いますが、放出される放射性物質の種類及び性状、

それから格納容器への放射性物質の放出量、それから放出開始時期、放出継続時

間、こういうものをどう考えていったかというのを紹介したいと思います。 



－52－ 52

 まず事故シーケンスについてですが、これは米国の５つの原子力発電所の確率

論的安全評価をやった報告書があります。俗に言うＮＵＲＥＧ－１１５０という、

これはリスク評価をアメリカの商用発電炉を対象にして実施したものです。これ

をまず分析したと。要するにＮＵＲＥＧ－１１５０というのは確率論的安全評価

の報告書ですから、中にはシビアアクシデントの研究成果、それから確率論的安

全評価の手法の全てが集大成、この時に１度されたわけです。その中の事故シー

ケンスとして、ＮＵＲＥＧ－１１５０に報告された炉心損傷に至る事故シーケン

スの全てを分析の対象にしたと。物すごい数ですが、これを全部分析の対象にし

たと。更に、シビアアクシデント時のソースターム総合評価コードＳＴＣＰある

いはＭＥＬＣＯＲという、これは米国ＮＲＣが開発した解析コードですが、これ

を適用して追加解析をやっています。更には専門家のコメントも入れて、 終的

に格納容器へのソースタームを支配する事故シーケンスを抽出して、それを対象

に分析していったと。 

 一体どんな事故シーケンスを分析したんでしょうかというのが、ＢＷＲについ

てまとめたものです。ピーチボトムについては、事故シーケンスとしては、原子

炉未臨界確保失敗、要するにスクラムに失敗したケース。それから、全交流電源

喪失、小口径破断ＬＯＣＡ、格納容器バイパスのケース、こういうものは放射性

物質の放出が非常に多いんですね。そういう放射性物質の放出が非常に多いケー

スを全部選んできているわけです。 

 そこに識別子と書いてありますが、これは皆さん、ＮＵＲＥＧ－１４６５をお

読みになる時に、こういう識別子がやたらと出てきますので、参考までに挙げて

おきました。 

 それから、ラサールの炉については全交流電源喪失を分析したと。 

 あと、グランドガルフについては、原子炉未臨界確保失敗、それから全交流電

源喪失、このようなものをシナリオで分類したと。ここにも書いてありますが、

先ほども申しましたように、この中に分類されるシナリオというのは物すごくた

くさんあります。それを代表的にまとめるとこういうものが典型的であるという

ことです。 

 それからＰＷＲについては、サリー炉は大口径破断ＬＯＣＡ、全交流電源喪失、

格納容器バイパス、小口径破断ＬＯＣＡ。 
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 それから、ザイオンプラントについては、小口径破断ＬＯＣＡ、それから過渡

事象として、給水喪失、補助給水全喪失とか、そういうものを考えています。実

はこの給水喪失、補助給水喪失、格納容器の加圧器逃し弁のスタックオープンと

いうのがＴＭＩ－２事故です。 

 それから、オコニー３、全交流電源喪失、それから中口径破断ＬＯＣＡ、こう

いうところで、一次セイソウの作動の組み合わせとかというのが一部入りますが、

こんな形で全部分析しましたということがあります。 

 さらに、ＰＷＲについては、セコイアのプラントでは、極小口径破断ＬＯＣＡ、

これはたくさんありますが、この中で電源喪失を伴うものとか、そういうものが

たくさんあります。あと大口径破断ＬＯＣＡ、全交流電源喪失、ここに挙げたシ

ナリオを全部詳細に分析していったということになります。 

 そうしたところで、放射性物質の種類及び性状ですが、これに注目しているの

は、ＮＵＲＥＧ－１１５０は、放射性物質のグループをやはり作っています。こ

こに書いてあります希ガスから始まってランタンまで、先ほど紹介したグループ

と同じですが、ＮＵＲＥＧ－１１５０では、結論から言いますと、 終的にはバ

リウムとストロンチウム、分析した結果、放出のタイミング、放出量、ほとんど

変わらないということで、ＮＵＲＥＧ－１１５０ではバリウム、ストロンチウム

を１つのグループにまとめました。 

 この時の放射性物質のとる性状を右側に書いてあります。Ｇと書いてあるのが

ガス、気体ですね。Ａと書いてあるのがエアロゾル、粒子の形態をとると、こう

いう形になっています。 

 特にＮＵＲＥＧ－１４６５では、よう素の化学形態についてはかなり議論して

います。これはシビアアクシデント研究の結果、よう素の化学形態として、よう

化セシウムという化合物が９５％占めるだろうと。残りの５％が化学的に活性な

ＨＩであるとかＩみたいなものが元素状のよう素みたいなものになるだろうと。 

 ここに対して、有機よう素をどう考えるかという問題があったわけですが、Ｗ

ＡＳＨ－１２３３の研究によると、活性よう素の３．２％が有機よう素に転換す

るという研究結果があります。これは随分古いんですね。だけどこれを超えるも

のが出ていないので、いまだにこれを参考にしてというところがあるんですが、

これによって、先ほどあった残り５％の活性的なよう素、これの３％、３．２％
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の２を丸めてしまって０．０３として、０．１５％が有機よう素になるというこ

とで、９５％がよう化セシウム、０．１５％が有機よう素、残りの４．８５％が

元素状のよう素、Ｉ２みたいなものにみなせばよろしいという形になっています。 

 ただ、ＮＵＲＥＧ－１４６５の報告の中でも強く指摘しているんですが、有機

よう素の３．２％、これはＷＡＳＨ－１２３３、これは余りにも保守的だと。

新知見を入れるとこんなものではないということで、１％未満であるという研究

結果も併せて紹介はしております。 

 結果的に、このスライドに示したように、ＮＵＲＥＧ－１４６５ではよう素の

割合をこのように決めたということになります。 

 続いて、格納容器内への放射性物質の放出量、これについてはＮＵＲＥＧ－１

１５０の結果を分析して、更に解析コードを使って追加計算をやっています。特

に難揮発性の粒子状の物質、これについての放出量がかなり不確実さが大きいと

いうことで、これについては計算をやっているんですが、それでも不確実さが大

きいという結論になっています。これについては後で経緯を紹介します。 

 まず、格納容器内への放射性物質の放出量を評価する時に、ＮＵＲＥＧ－１１

５０で着目したのは、炉心損傷から原子炉圧力容器破損に至るまでの原子炉冷却

系の圧力に着目しました。そうすると、大多数のものが圧力が低い状態で事故が

進むということです。これがＮＵＲＥＧ－１１５０の中に紹介されているもので、

ラサール、それからグランドガルフ、外的事象まで見ているんですが、ラサール、

グランドガルフ、ピーチボトム、それからサリー、セコイア、ザイオン、これら

について見ますと、低圧のシーケンス、色が変えてありますが、右から２番目の

欄のところですね。こういうのが割と多いシナリオになっていると。だから、と

りあえず原子炉冷却系の圧力が低圧で進むシナリオに着目しようというふうに決

めたわけです。 

 そして次に、そういうことに着目して、そういうシナリオ、先ほど紹介した事

故シーケンスの中から、低圧で事故が推移するものを集めて平均したのがこの結

果です。これが希ガス、特に炉心損傷開始から圧力容器破損までにどれぐらい格

納容器に出るかという量を決めたわけですけれども、低圧のシーケンスを平均し

てまとめたものがこれであると。 

 ＢＷＲとＰＷＲで、特に固形分、ストロンチウム以下の固形分について、ちょ
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っとばらつきがあるんですが、これについてＭＥＬＣＯＲの追加計算、それから

専門家のコメントを入れて、それから被覆管が破裂する時の放出というのは、こ

れは割と分かっているんですが、それを５％、被覆管が破裂する時に放出の対象

になる希ガス、ハロゲン、アルカリ金属については、５％を被覆管が破裂する時

の放出とみなして、残りを割り振ったと。そして、特に固形分のところについて

は、専門家のコメントを求めて 終的に修正して、このように決めたということ

になっています。 

 次に、放出開始時期、それから継続時間の議論、これについてＮＵＲＥＧ－１

４６５はどのように議論したかというと、ＮＵＲＥＧ－１１５０に報告された炉

心損傷に至る事故シーケンスの全てを対象にしたと。一応見ましたと。それから、

格納容器破損に至る事故シーケンスも全部見て、全部の時期を網羅してみました

と。放出時期を次のように分けましょうと、その結果、放出時期をこれだけに分

けると。まずは冷却材中に溶存した放射性物質が事故後放出される時期と、結果

的にはこれは放出量が非常に小さいので、これは考えなくてよろしいということ

になっています。それから、被覆管が破裂する時の放出、それから早期の原子炉

容器内の放出、これは燃料が溶融し始めてから圧力容器が破損するまでの期間の

ことを言っています。 

 あと晩期の放出、これは今日は、立地評価とは関係ないので省略させていただ

きます。 

 その放出時期・継続の決定の考え方ですが、まずどうやって決めていったかと

いうと、冷却材中に溶存した放射性物質の放出、この時期については、米国で出

されている設置許可申請、日本の設置許可申請にあたるＦＳＡＲ、これを全てレ

ビューしたという形から決めてきています。それから、被覆管が破裂する時の放

出については、設計基準事象のＬＯＣＡを対象にして、ＲＥＬＡＰ５／ＳＣＤＡ

Ｐによる解析をやって決めたと。それから、早期原子炉容器内の放出については、

先ほど言いましたＮＵＲＥＧ－１１５０のレビューと、ＳＴＣＰ、ＭＥＬＣＯＲ

による追加解析、それから専門家の判断を入れてやったと。 

 晩期の放出については省略します。 

 それから、では放出開始時期は一体どう決めたかというと、ここに書いてあり

ますように、被覆管の破損時期が も早い設計想定事象のＬＯＣＡを考えました
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と。ＬＯＣＡで代用できることを、ＮＵＲＥＧ－１１５０の事故シーケンスの分

析からバックアップしています。これは次に示しますが、そういうＬＯＣＡを対

象にして、燃料被覆管の破損コード、ＦＲＡＰＣＯＮというのがありますが、そ

れからＳＣＤＡＰ／ＲＥＬＡＰ５、ＭＯＤ３を使って実際計算をやったというの

があります。これは報告書がみんな出されています。 

 終的にＰＷＲが事故開始後３０秒、それからＢＷＲが１２０秒と、こういう

値を出してきています。シビアアクシデントをやる時ここまでやるかというのは

あるんですが、このように決めたと。 

 それから次に、ＬＯＣＡで良い理由はこれですというのがこの表なんですが、

ＮＵＲＥＧ－１１５０をレビューした結果、ＬＯＣＡを対象にすれば良いのでは

ないでしょうかと。ＬＯＣＡを対象に決めたということについて説得性はありま

すということで、炉心損傷に至るうちのＬＯＣＡの割合はこんなものであると。

そのうち大口径破断はこんなものであるということで、ＬＯＣＡを対象にしてお

いて良いのではないでしょうかと。 

 ただ、これを見ていただきますと分かりますように、ＰＷＲはＬＯＣＡがドミ

ナントなんですが、ＢＷＲはＬＯＣＡはちっとも効かないということになってい

ます。ただ、この件についてはＮＵＲＥＧ－１４６５の中では、ＢＷＲ原子炉施

設はＬＯＣＡは代表ではないように見えるんだけれども、事象の進展が早いとい

うことからすれば、それは間違いない話であるから、ＰＷＲと同じようにＬＯＣ

Ａにしましたと、そういう考え方をしていると。 

 それから放出継続時間、これについては燃料被覆管が破裂する時期の放出フェ

ーズの継続時間、この継続時間を出さないといけないと。先ほどで破損の時期は

分かったと。今度は放出の継続時間を決めないといけないということで、これに

対しては、ＳＴＣＰ、先ほどのシビアアクシデント総合評価コードを使って、６

種類の原子炉施設の解析を実際に実施しています。あとＭＥＬＣＯＲによる追加

解析もやっています。これによって、ＢＷＲ、ＰＷＲで、この放出継続時間が被

覆管が破裂してから１時間続くだろうと。ＰＷＲについては０．５時間と。ただ、

ＭＥＬＣＯＲで追加解析をやった結果、 新版ですから、０．５時間というのが

出てきたと。これは専門家で議論して、 終的にはＢＷＲもＰＷＲも０．５時間

と決めたということになっています。 
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 それから、早期の原子炉容器内の放出、この時の放出継続時間はどのように決

めたかといいますと、ＮＵＲＥＧ－１１５０のレビューをしています。先ほど紹

介したＮＵＲＥＧ－１１５０の中で、これだけの事故シナリオをとりあえず考え

ましたということを紹介しましたが、そのシナリオが全部ここに書いてあります。

この時に、放出継続時間というのが計算結果だとこうなっています。これを全部

一律に平均しています。圧力の低いケース、高いケース、いろんなシナリオがあ

るんですが、対象にした事故シナリオを単純に平均化したというのがこれです。 

 先ほど、放出量を出す時に原子炉冷却系の圧力が低い部分を平均していますと

言いましたが、ここに圧力の低い部分が書いてありますが、このシナリオに対し

て、放出量に対しては、圧力の低いシナリオに対して平均化しています。 

 こちらがＰＷＲです。ＰＷＲの計算結果は、私が集計すると、１．３にならな

くて１．２３になったんですが、私は計算をチェックしていませんから、誰かや

ってみてください。それで、これを丸めて１．３にしたんだと思います。 終的

にこれを平均すると、ＢＷＲだと１．５、ＰＷＲだと１．３という形で、こうい

う全て調べたシナリオの平均値をもってこのフェーズの継続時間を決めたという

ふうになっています。 

 それで決められたＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタームをまとめたのがこれで

す。これは繰り返しになりますので省略しますが、立地評価といいますか、ＮＵ

ＲＥＧ－１４６５はアメリカは設計基準事象の方に割り振られましたが、その中

で設置許可の申請の評価に使うものは、左から３つ目までありますが、早期圧力

容器内放出まで、ここまでを対象にしますと。右側は参考値として、シビアアク

シデントの放出という形で参考値で出されています。 

 下に放出継続時間、先ほどから説明してきた時間が全部まとめて書かれていま

す。こちらがＰＷＲの原子炉施設、このようにして決められたと。これがＮＵＲ

ＥＧ－１４６５がどういう手順でどのようなことを仮定して、どんなふうにして

出されてきたかということを紹介したと、これだけの努力を払ってきたわけです。

要するに確率論的安全評価手法をまとめたＮＵＲＥＧ－１１５０の総レビューを

やって、更に専門家の判断を加えて出してきたという形になります。 

 ＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタームをまとめると、結果的に、これは設計基

準事象として、認可の対象にするような範囲でまとめましたが、左側が日本の現
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行の仮想事故、希ガス、よう素は瞬時放出で、それぞれ１００％、５０％が格納

容器雰囲気中に出ると。よう素の化学形態は、無機よう素９０％、有機よう素１

０％、内訳としてはこう見ると。ＮＵＲＥＧ－１４６５は、繰り返しになります

が、右上の方が先ほど紹介したＮＵＲＥＧ－１４６５のソースターム全貌です。

そして、よう素の化学形態については、９５％が粒子状のよう素、ＣＳＩですね。

無機よう素４．８５％、有機よう素０．１５％にしますというのがあります。 

 ＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタームのまとめの続きですが、ここでポイント

になるのは、ＮＵＲＥＧ－１４６５の報告書自身には、格納容器内の放射性物質

の自然沈着及び工学的安全設備の除去による具体的な評価方法は述べていません。

これについては、ＮＵＲＥＧ－１４６５の適用を規定したレギュレタリーガイド

１．１８３の中で文献等を引用して推奨しているという形になっています。 

 どういうことが言われているかというと、米国ＮＲＣが開発したＲＡＤＴＲＡ

Ｄコードというのがあります。これはＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６６０４なんですが、

この中にモデルの詳細な記述が全部されていて、アメリカはＮＵＲＥＧ－１４６

５のソースタームを適用する時には、この手法を推奨しているということになり

ます。 

 ただ、この解析コードを使えとは言っていなくて、この中で引用されている文

献、そこに書いてある文献、これに書かれているモデルは適用してよろしいとい

うことになっています。ただし、このモデルは、本日時間がありませんので紹介

はしません。ただしこれは、下に書いておきましたが、かなり詳細なシビアアク

シデントの知見を反映したかなり詳細なモデルを使っています。 

 ただ、詳細なモデルは使っているんですが、これを認可の一種の規定にするた

めに、アメリカの全プラントに適用できるように細工をしたんですね。その時に

アメリカのプラントの格納容器のサイズ、自由空間、ボリューム、それからスプ

レイのスプレイ流量、スプレイ散布高さ、こういうものを全部パラメータにして、

この詳細モデルからモンテカルロシミュレーションをやって作ったと。そういう

モデルになっているという形なんですね。これは日本にすぐ適用できるかについ

ては、分かりません。これはチェックが必要だと思います。 

 それから、こういう背景の中で安全評価指針、立地評価の中に書かれている仮

想事故を対象にして、シビアアクシデントの 新知見、あるいはＮＵＲＥＧ－１



－59－ 59

４６５の検討結果、そういうものを踏まえると、どういうことを考えていく必要

があるかというのを取りまとめたものがこれ以降です。 

 まず、格納容器へのソースタームについて、放射性物質の種類については、粒

子状放射性物質の大気中への放出量を評価することになるわけですが、シビアア

クシデントとかＮＵＲＥＧ－１４６５の考えを入れると、こういうことを考えて

いかないといけなくなりますよと。それから、平成１０年度に原子力安全委員会

で検討した中では、この時に計算をやったわけですが、被ばくの線量は希ガス及

びよう素が支配的であったと。たとえ粒子状物質を考えたとしても、大気中に放

出された放射性物質による被ばくは、希ガス及びよう素が支配的だったというこ

とが分かっています。 

 それから、性状については、粒子状の物質、エアロゾルですね、こういうもの

を考えていかないといけないと。だから、そういうことを考えると、今度は、今

まで考えていなかった粒子状の物質の沈着・除去について検討していく必要があ

りますということがあります。この時も、平成１０年度の計算では大体１μｍぐ

らいの粒子を想定していれば、アメリカの言っている話はみんな説明が出来るか

なということは押さえてあります。 

 あと、放出量については、ＮＵＲＥＧ－１４６５のソースタームを先ほど紹介

しましたが、絶対値で見ると、希ガスよう素の格納容器への放出量は、今の仮想

事故とそう大きく変わるものではありません。ただ時間がかかると。次にあるよ

うに放出時期が分離されているということがあります。そういうものを今の立地

評価のシナリオで考えてみると、ある一種の瞬時放出ではなくてシナリオベース

というものを導入していく必要があるだろうと。放出継続時間についても、今、

瞬時になっていますが、そうではないだろうということはあります。 

 それから、自然沈着・工学的安全設備による除去については、繰り返しになり

ますが、自然沈着については、粒子状の物質による自然沈着の評価方法を検討す

る必要があります。それから、無機よう素の自然沈着の評価方法、今、瞬時に５

０％、格納容器の雰囲気中に出たうちの５０％は瞬時に格納容器に沈着すると。

以後、放出に寄与しないという形になっていますが、こういう考えは適用できな

いということになります。これに対する米国のハンフォード、それから日本の昔

の原研ですね、あるいは産業界、この辺りにかなりたくさんの知見研究と理論的
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な研究もあります。こういうものが活用できます。あと、 近のシビアアクシデ

ント研究の成果というのは全部活用できるだろうと。 

 それから、格納容器スプレイによる除去については、よう素も含めてですが、

粒子状のスプレイ除去の評価方法を検討する必要があります。これについても、

米国のＣＳＥ、コンテインメント・スプレイ・エクスペリメントのシリーズです

ね。それから旧原研のスプレイ実験、それから産業界の実験、こういうものが活

用できますし、 近のシビアアクシデント研究の結果で多くの解析モデルが開発

され、検証されています。これらは適用できるだろうと。 

 それから、現行の安全評価指針の中にある立地評価の中のシナリオで書いてあ

る、特にＰＷＲの無機よう素の等価半減期モデルというのは適用できません。で

すから、これは新たなモデルを検討する必要が出てきます。 

 それから、次の圧力抑制プールでのスクラビングによる除染、これについては、

今、実質上、ＢＷＲについてはサプレッションプールでの気液分配係数１００を

用いて、スプレイと等価に同時に考えることによって、実効的には考えていると

いうことなんですが、明記して考えているわけではありませんが、こういうもの

については、粒子状の放射性物質のプールスクラビングの除去を検討する必要が

あると。評価方法を考えないといけないと。これについては、日本の産業界が精

力的にシビアアクシデント研究の一環の中で、プールスクラビングのモデル、こ

れは粒子状物質に対して出しています。これはＮＵＲＥＧ－１４６５の中でも引

用されています。これはかなり精力的な研究なので、これらは十分活用できるだ

ろうと思います。 

 それから、フィルターによる除去については、これは設置許可申請書の添付８

の段階で、高性能粒子フィルター、ヘッパーフィルターの効率も記載されていて、

もう既に今のプラントでも設置されているという状況ですので、これについては

特に大きな問題はなくて、除去効率について、どの程度の放出性を見込んで評価

すれば良いかということを決めればいいだけになります。 

 あとスカイシャイン、これについては、これまで相当過渡的な保守的な過程で

計算していましたので、これを機会に見直したらいかがでしょうかというのがあ

ります。 

 ここに、もしＮＵＲＥＧ－１４６５を導入した場合に、現在の安全評価指針の
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中の立地評価の部分、仮想事故がどの程度変更を要求されるかということについ

てまとめています。 

 これは１４項目書いてあるんですが、その中で変更になるものは赤印で書いて

あります。例えば（３）のところ、事故発生後、格納容器内に放出される核分裂

生成物の量は、炉心内蓄積量に対して、希ガス１００％、よう素５０％の割合と

すると、こういうことが書かれているわけです。これは先ほどから紹介している

ように、シビアアクシデントの結果、あるいはＮＵＲＥＧ－１４６５の法則を見

ると、大幅に変えるということになります。 

 （４）のよう素の化学形態についてもそうです。原子炉格納容器内に放出され

た要素のうち、有機よう素は１０％とし、残りの９０％は無機よう素とすると。

これはＮＵＲＥＧ－１４６５もそうですし、現在のシビアアクシデントの研究結

果もそうですが、ほとんどがよう化セシウムであるという結果が得られているわ

けですが、そういうものを反映するとすると、検討しなければならない。 

 あと自然沈着、これは繰り返しになりますから省略します。 

 （６）のスプレイによる除去もそうです。現在は安全評価指針の立地評価の部

分にこのような記述がされているわけですが、これはもし時間依存を入れたソー

スタームを考えると、これは適用できないということになります。 

 その他、（８）フィルターによる除去の問題、それから再循環モード運転の問

題、それからスカイシャインの問題、 後に（14）判断基準、判断基準について

は今日は言及していませんが、この辺も改定の問題があるということになって、

後にまとめますと、ＮＵＲＥＧ－１４６５の更新ソースタームというのは、基

本的な部分というのは、米国の５つの商用軽水型原子炉施設のリスク評価の結果

をレビューした結果得られたものだということです。もちろん、シビアアクシデ

ントの当時の 新知見は反映されているわけです。 

 それから、放射性物質の自然沈着、工学的安全設備による除去モデルというの

は、米国の発電所のパラメータを組み合わせて作成されたのが現状です。オリジ

ナルの詳細モデルというのは、シビアアクシデント研究の成果を反映しているん

ですが、こういう現状であると。これをそのまま日本で採用というのはちょっと

難しいだろうというのが私の感触です。 

 それから、日本の安全評価指針、これらの背景とか技術的知見を踏まえて、先
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ほども、もし改定するのであればという候補を示しましたが、こういう背景を踏

まえて十分に適切に検討していく必要があると思います。 

 以上です。 

○平野主査 どうもありがとうございました。これはこの小委員会になってから

だけではなくて、前の原子力安全委員会の検討委員会でも、ＮＵＲＥＧ－１４６

５の知見を使えるのではないかということが大分議論されてきましたので、今日

は少し詳しく説明していただきました。 

 何かご質問ないしご意見がございましたらどうぞ、お願いします。 

○早田安全委員 今のスライドの一番上の、要するにＮＵＲＥＧ－１１５０のレ

ビューに基づいたというお話でしたね。 

○梶本委員 はい。基本的にはですね。 

○早田安全委員 ですね。ＮＵＲＥＧ－１１５０そのものは、およそ２０年ぐら

い前になると思うんですけれども、そうすると現在の日本のプラントを対象に同

じようなことをリスク評価してみたら、出発点が違ってくるということはないで

すか。 

○梶本委員 出発点が大きく違うことはないと思いますが、ご存じのとおり、Ｐ

ＳＡというのは、原子炉施設の安全系の組み合わせとか、そういうプラントの情

報は十分入ってきますので、やはりアメリカのプラントと日本のプラントでは若

干相違が出るとは思います。 

 あと、ＭＥＬＣＯＲコードも、当時はＳＣＣＰという、早田先生よくご存じの

解析コードを使っています。そのＭＥＬＣＯＲによる追加解析を急いでやったわ

けですけれども、現在はＭＥＬＣＯＲのバージョンも２．１まできて、かなり

新知見が反映されていると。ですから、ＮＵＲＥＧ－１１５０は１９９０年に出

ていますから、今から比べると、今の方が相当 新知見は入っているということ

は言えると思います。 

 ですから、もし変えるとしたら、せっかくだったらみんな変えた方が良いんじ

ゃないのというのが、そういう評価はもちろんあるとは思います。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他にどうでしょうか。どうぞ。 

○久木田安全委員 確認みたいな質問ですけれども、ＢＷＲ、ＰＷＲ、数多くの



－63－ 63

シナリオについての解析がベースになっているわけですけれども、これらのシナ

リオでは、格納容器の健全性が維持されるという結果になるのでしょうか。 

○梶本委員 この件については、基本的には許認可に使うシナリオでは格納容器

の健全性は維持されています。維持されるシナリオを使うということになってい

ます。 

○久木田安全委員 そういうことでなくて、ＮＵＲＥＧ－１４６５のベースにな

っているシビアアクシデントシナリオです。 

○梶本委員 シビアアクシデントのシナリオは、全て格納容器破損まで考えてい

ます。 

○久木田安全委員 ということなので、考え方としては、格納容器内のソースタ

ームについてはこういった形で計算をする。ただし、事故がそのまま進展すれば

格納容器の破損に至るかもしれないけれども、立地評価に適用する時には格納容

器の機能を期待する、そういう考え方でよろしいですか。 

○梶本委員 こう考えていただければ良いと思います。格納容器へのソースター

ムをまず分析するというのがポイントだったんですね。ですから、ＮＵＲＥＧ－

１１５０のシナリオで復帰するシナリオはいっぱいあるんですが、一番単純なの

は、考え方としては、まず全くＥＣＣＳが作動しないケースを考えたら、そのま

ま炉心損傷にいって圧力容器が壊れて、格納容器が壊れるということまで１スル

ーでやれば、圧力容器が貫通するまでに格納容器にどれだけ出たかは、その計算

から全て出てくると。 

 それで、ＮＵＲＥＧ－１１５０は、せっかくそこまでやるんだったら、 後の

格納容器破損まで全部見て、残りのソースタームもどの程度になるかを一応示し

たというのがＮＵＲＥＧ－１４６５の世界で、シナリオとしてはそういうシナリ

オを考えているけれども、許認可に使う格納容器へのソースタームを調べるため

には、格納容器が壊れていようが壊れていまいが、とにかく圧力容器が貫通する

までのソースタームが分かれば良いと、そういう視点です。 

○久木田安全委員 そういうことですね。ですから、格納容器破損に至るまでの

一貫した解析ということをしているわけではなくて、考え方としては、格納容器

のソースタームは今おっしゃったような形で評価し、そしてその一方で、格納容

器の破損の頻度というものが十分低いということが確認されれば、格納容器の健
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全性を期待した形で環境放出を計算する、そういうふうな考え方だと理解して良

いでしょうか。 

○梶本委員 とにかくＮＵＲＥＧ－１４６５は、ＮＵＲＥＧ－１１５０のレビュ

ーをやって、圧力容器貫通までの格納容器への放出量を全部分析しましたと、そ

ういうスタンスであって、そこから先はＮＵＲＥＧ－１１５０に基づくわけです

けれども、格納容器が壊れるまでの破損頻度は非常に小さいというのは、併せて

ＮＵＲＥＧ－１１５０の中では示されています。 

○本間委員 ２つ質問があるんですが、格納容器内のソースタームの結果は、結

局、４０ページと４１ページですか、ＢＷＲとＰＷＲのまとめになると思うんで

すが、先ほど梶本さんのご説明で、米国はＤＢＡに対しては、早期圧力容器内放

出までで、それ以後、圧力容器外放出と晩期圧力容器内放出はシビアアクシデン

トの領域であるというご説明があったんですが、これを見ますと、圧力容器外放

出まで入れると、ハロゲンとかアルカリ金属とか、そこで大きい量的な違いが出

るんですが、その理由を教えていただきたいのと、どうしてそこまでを考えるの

かと。 

 それから、圧力容器貫通と言っておられるところがこの中ではどこに位置する

のかということと、もう一つは、早期圧力容器内放出までを考えた時に、放出継

続時間と言っている１．５時間というのは、要するに格納容器内への放出の継続

時間、その時間というのは評価上はどういう影響を持つものなのかというのを教

えていただきたい。 

 その２点、お願いします。 

○梶本委員 まず 初の質問ですが、圧力容器内の放出というのはいつを示して

いるのかと、これは炉心溶融開始から圧力容器貫通まで、圧力容器破損までの期

間のことです。被覆管破損放出というのは、ギャップが、被覆管が破裂してから

炉心溶融まで、これは連続しています。圧力容器内放出が終了した後は、圧力容

器が貫通しますので、炉心の中の溶融物はほとんど多くが格納容器の中に移ると。

格納容器の中でその溶融物とコンクリートが反応して、俗に言うコア・コンクリ

ート反応が起こると。その間に放出されるものがこれだけということで、この中

でハロゲンがこれだけ残れば、残ったものがそこで出ると。温度が高くなるとハ

ロゲンはかなり出てきますので、ここで出てくると。 
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 晩期の圧力内放出、これは余談ですが、これは圧力容器内放出が継続している

時に原子炉冷却系内に沈着します。その沈着したものが加熱して蒸発して、圧力

容器の破損孔から格納容器の中に再蒸発して出てくると、そういうフェーズにな

っています。 

 ２番目の質問は何でしたっけ。 

○本間委員 今分かったんですが、そうすると、そこまでを考えると、早期圧力

容器内放出と貫通があって、そこでＳＡ解析と分けるというのは、ある種のＮＲ

Ｃの判断であるというふうに考えると。 

 ２番目の質問は、その放出継続時間１．５時間というのが評価上どういう意味

合いを持つものなのか。 

○梶本委員 評価上意味合いをどのように持つかというと、この間、ＮＵＲＥＧ

－１４６５では、燃料はどんどん溶融しているわけですが、一定の放出率で格納

容器にじわじわ出てくると。例えばＬＯＣＡであれば破断孔から出てくると。そ

うすると、そこの放出率、ある一定の放出率で格納容器に出てくる時に、ＤＢＡ

の範囲では格納容器スプレイの効果を期待して良いことになっていますから、格

納容器スプレイによる除去が非常に効果的に効くと。それから、要するに放出率

と除去率のバランスで雰囲気中への浮遊量が決まりますので、ゆっくり出てくれ

ることでその平衡点が非常に小さい、浮遊量が小さいところでバランスすると、

そういう意味合いがあります。 

○平野主査 関連して１つ説明していただきたいんですけれども、早期圧力容器

放出と圧力容器外放出のところは、圧力容器の貫通のところで分けるということ

なんですけれども、４２ページのソースタームのまとめというところで現行の仮

想事故との比較をしていますね。その時に、圧力容器外放出という意味では格納

容器の中に放出されると思うんですけれども、早期圧力容器内放出までの２時間

で止めている理由ですね。それと現行の仮想事故と比較している理由ですね。格

納容器の健全性との関係があると思うんですけれども、そこを説明していただき

たい。 

○梶本委員 まず、圧力容器の中までで止めたというのは、先ほど本間さんの方

からもありましたけれども、これはＮＲＣが、そこで放出のフェーズが、原子炉

の中から圧力容器に貫通して外に移るので、そこで分けたと。これをシビアアク
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シデントの一つの目安にしたという、そういう切り分けだと思います。ですから

これは判断だと思います。 

 この２時間にした理由は、先ほど申しましたように、ＮＵＲＥＧ－１１５０の

シナリオを全て分析して、この期間を全部求めて、全てのシナリオに対して平均

値で出したという形の決め方をしています。 

○平野主査 私の質問は、なぜ現行の仮想事故との比較をする時に２時間までの

放出量で比較をするんですかという質問です。 

○梶本委員 これは私の判断が少し入っているかもしれませんが、現行の仮想事

故について、安全評価指針の中の立地評価のシナリオの中で、大口径破断ＬＯＣ

Ａが起きた後、放出量はこれだけ仮定するんですが、格納容器スプレイが作動し

た後に、再循環モードで炉心を冷やす冷却モードに入ります。そのシナリオを仮

定します。つまりこれは何を意味しているかというと、圧力容器が貫通しない、

圧力容器が守られると、そういうフェーズを仮定しているんですね。 

 そこで、ＮＵＲＥＧ－１４６５は、そこを考えたかどうかはちょっと不明です

が、圧力容器がぎりぎりまで持つところの判断という意味で、圧力容器の健全性

が守られている範囲ということで、両者を比較したと。 

○平野主査 ありがとうございます。 

 他に。どうぞ。 

○山口委員 質問で、考え方で、ＮＵＲＥＧ－１１５０に基づいてということな

んですが、例えば３５ページとかを見ますと、結局、炉心損傷に至る事故の寄与

割合ということで、代表事象を決めるという考え方をしていて、一方、継続時間

は全てのシナリオで平均をとるという考え方をして、例えばどういう事故が効い

てくるかという意味では、格納容器バイパスとかの方が、ある意味では非常に効

く、ソースタームという意味から効くのではないかというふうに考えるわけです。 

 それで、代表事象を決めるという考え方と、代表事象というのは炉心損傷に至

る寄与割合という観点で代表事象を決めても良いのだという考え方と、もともと

ＰＳＡというのは、全てのシナリオを平均的に見るという考え方とか、相異なっ

ているなという印象を受けて、そういう考え方で代表事象を選べた理由を分かれ

ば教えていただきたいのが１点。 

 あともう１点は、自然沈着とかエアロゾルの除去を考慮していて、立地評価と



－67－ 67

いう観点で見る時に、こういう自然沈着のようなものを入れるというのは、非常

に違和感といいますか、アサーティブが大きいような話で、シナリオにも依存す

るような話で、少し疑問に感じるところがあるんですけれども、現象に依存する

ようなものは、例えば感度解析をいろいろやった上で包絡するように決めたのか、

あるいはもうちょっと、評価手法が書いてないというお話だったんですが、ベス

トエスティメート的な考え方で考慮したのか、その辺りの２点を教えていただけ

ますか。 

○梶本委員 分かりました。ちょっと私の説明不足があったかと思います。 

 まず、ここで注意していただきたいのは、ここで放出開始時刻、被覆管の破裂、

ギャップ放出が生じる時の被覆管の放出開始時期ですね、これについては設計事

象のＬＯＣＡで解析しています。要するにこれはなぜかというと、設計事象でい

っぱい解析していて、かなり精度が高い計算ができますから、これでギャップの

放出時期、この放出時期を決めるのにＬＯＣＡを想定した。これはまずよろしい

ですね。 

 そして、ではギャップ放出の時の放出継続時間はといったら、これは許認可の

解析コードで、燃料は被覆管が破裂して炉心が溶けるところまでは計算できませ

ん。だからＭＥＬＣＯＲとかＳＴＣＰで、ＮＵＲＥＧ－１１５０はそれをやった

わけですけれども、シビアアクシデントの解析コードを使って炉心溶融開始まで

の時間を出して、その間がギャップ放出の時間であるというふうに決めたと。そ

れがまずＬＯＣＡの話ですね。 

 それからもう一つ、代表シーケンスの選び方に一貫性がないのではないかと。

それについては私がはしょったのが申しわけなかったんですが、このテーブルを

見ていただければと思います。これはＢＷＲの例ですか。ここに書かれているシ

ナリオ、ピーチボトムの一番下の欄、格納容器バイパスのシナリオ、これはＬと

書いてありますのは低圧のシーケンスです。ですから、低圧のシーケンスも含め

て、格納容器へ、炉心溶融から圧力容器破損までの早期圧力容器内の放出は、こ

ういうシナリオを全部入れて平均しているんですね。ただし、放出量を出す時は、

低圧のシーケンスだけ取り出して平均しているんです。それは低圧のシーケンス

の割合が多いからと、ＰＳＡ全体で見た時に。ここはそれは何か変ではありませ

んかと言われれば、もちろんそうだと思いますが、代表性を持たせるために、と
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にかくそういう処理をしたんですね。 

 それから、放出量はそういうふうにして、低圧のシーケンスでバイパスのシナ

リオまで含めて全部入れていますが、これはバイパスが起きるのに何で格納容器

への放出量がわかるんですかという疑問もあるんですが、これはバイパスのケー

スでも一部、シールＬＯＣＡとかそういうものが入ったりして、中に出るものも

あるとか、いろいろシナリオはあります。そういうのがあって、全てをここに書

いてあるのを単純にやったのではなくて、この中のシナリオを全部分析して、そ

ういう形をとっていると。 

 あともう一つ、放出の継続時間。今のは放出量の話ですが、放出量は低圧のシ

ーケンスだけシナリオをとりましたと。放出の継続時間については、高圧、低圧

かかわらず全てのシナリオについて平均値を出しました。こういうシナリオにな

っていると。これは、プラント全体を見て、しかも他のプラントまで全部含めて

これを出しているわけです。ですから、平均値をとって、とにかく代表性をそれ

ぞれ持たせようという趣旨が働いていると、そういう形です。 

 格納容器バイパスはどうするんですかという問題はあります。アメリカの方も

これについて、ＮＵＲＥＧ－１４６５はこういうレビューをしてきましたが、

終的にその使い方を規定したレギュレタリーガイドの１．１８３の中では、この

シナリオ、これだけ分析したけれども、冷却材喪失事故に適用しなさいという形

になっていて、格納容器バイパスの典型であるようなＳＤＴＲとか、ＢＷＲです

と主蒸気管破断、これについては別のやり方をしなさいというのがはっきり、レ

ギュレタリーガイド１．１８３の中で使い分けられています。 

○山口委員 今のご説明だと、包絡性を見たというのではなくて、やはり代表性

を見たということ。 

○梶本委員 代表性を見たというのが正しい。 

○山口委員 代表性を見たというのであれば、代表的なシナリオが複数上がって、

それを比較して選ぶということかなと思ったんですが、そういうプロセスはある

んですか。 

○梶本委員 そのプロセスが全て、例えば放出継続時間を出す時には全部横並び

にして、平均値で代表させました。そういうやり方なんですね。ただ、放出量は

低圧のシナリオだけ見ましたと、こういうやり方になっているわけです。大分苦
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労しているなというのはよく分かりますが。 

○早田安全委員 さっきＰＷＲとＢＷＲの放出継続時間の話で、現時点と十数年

前と違うのは、それぞれの原子炉について、おおよそのつかみだけれども、どの

ぐらい続くというのは分かっていたと思うんです。一番大きいのがＴＭＩ－２な

んですけれども、その後、実際に燃料体を使って溶かしたり、ここに書いてある

放出継続時間というのは、さっきから専門家の意見も聞いたとか何かありました

ね。割合いい線いっているとは思うんです、数字だけね。例えば被覆管の破損と

いうのは、 初に燃料が溶けて、意外と早いんだけれども、選べば３０分かな、

前後を含めて。それから、圧力容器内で全部溶けるのに、やはりＴＭＩ－２、あ

れは６，０００秒か９，０００秒ですよね。ＬＯＣＡだということだから水がな

いとすれば、つかみで２時間前後。その次に圧力容器から全部出た後の先は、量

は少ないけれども、溶けるだけの時間だからこのぐらいと、多分そんなつかみの

話をここではしたんだと思うんです。だから、そういう条件であるということを

前提に、その後のソースターム等々を見た方が良いかなという気がいたします。 

 ただそんなに、１桁違うとか２桁違うというわけではないけれども、これはあ

くまでも全体を代表するものであって、幅というのはよく分からないのがまだた

くさんあるんじゃないかというのが私の印象です。 

○梶本委員 その件についてはそのとおりだと思います。大体大きく外していな

いと。大体この辺は実験あるいは解析、両方併せてもこれぐらいいけるのではな

いかという意見は、専門家の意見というのは小さく書いてありますけれども、か

なり大きいウエートを占めたのではないかという気がします。 

○山口委員 ソースタームの評価に自然沈着とかそういう自然現象を考慮する時

の考え方といいますか、それを。 

○梶本委員 すみません。それは２つ目の質問でまだ答えていませんでした。自

然沈着についての考え方ですが、これについても、ここにありますように、現行

の仮想事故についても、ここに書かれていますように、自然沈着について評価す

るようにはなっているんですね。 

 どういう形で評価するようになっているかといいますと、ここの５番目、原子

炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素については５０％が原子炉

格納容器内や同容器内の機器等に沈着し、原子炉格納容器からの漏えいに寄与し
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ないものとすると、要するに半分、直ちに沈着すると、そういう評価にしますと。

これは安全評価指針の立地評価の部分に書かれているところです。この５０％が

本当に良いんですかと、これは誰も判断できない。 

 ただ、当時、かなり実験が出ていましたので、これは全く根拠のない話ではな

くて、これだけやっていれば良いだろうと。これは実際に計算すると、もっとも

っととれます。非常にたくさんとれるというのが分かっています。 

 あと、こういう不確実さが大きい、あるいはシナリオに依存する、雰囲気条件

に依存するものについて、どう評価すれば良いのかというのはありますが、この

解析モデルについては歴史が長くて、格納容器のスプレイによる除去のモデルは

１９７０年代から、そして自然沈着についても同じ頃から、特にシビアアクシデ

ント条件になってからは、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの国際協力プロジェクトあるいは原

研とかで、膨大な実験をやっています。かなりのところが分かって、あと解析モ

デルもかなり精緻化されていると。かなりのところは解決されていると。 

 ですから、ある程度条件が決まれば、あとはぴったり決まると。特にエアロゾ

ルの凝集による粒子系の変化等には非常に精密に計算できるというのがあります。 

 その時に、しかしながらアメリカはそれをどうしたかというと、アメリカはそ

れは十分把握した上で、そのモデルを使って、アメリカにあるパラメータですね、

要するに格納容器の高さ、フリーボリューム、そういうものをパラメータにして、

そのモデルを使ってモンテカルロシミュレーションをやって、代表的な沈着率と

いう相関式というんですか、要するにパラメータフィッティング式を出してきて

いると。その中で５０％値、９０％値、１０％値を出せるようにしてあると。９

０％値を使いなさいというふうになっています。 

○早田安全委員 さっき言おうと思ったのは、原研で昔やった例の格納容器スプ

レイ実験は、よう素はガスだったと思うんです。スプレイがエアロゾルになって

いて、それにくっついていくというデータがあって、おおよそその辺のつかみだ

ったと思うんだけれども、たしかアメリカのＣＳＥでしたか、あそこでやったの

はエアロゾルをやって、いろんな計算コードで比較して、粒子系がどうのこうの

というのはお話のとおりで、クレジットがとれればとれると思いました。 

○平野主査 大分時間がたったんですけれども、どうぞ。 

○与能本安全調査管理官 私も、ソースタームとして圧力容器外放出までのとこ
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ろだけを選択するというのがよく分からなくて、仮に極端な話として、炉容器の

貫通が非常に早いような炉容器があるならば、それは非安全側なんですけれども、

ソースターム自体は小さくなってしまうと。そういうことになってしまわないん

ですか、この考え方だと。 

○梶本委員 原子炉冷却系の中でほとんど放出されないで、格納容器で、あと圧

力容器貫通後に放出されるのがメインになるというのは非常に考えにくい。そう

いうシナリオはほとんどないと思います。軽水炉の原理からいって、崩壊熱、そ

れから金属ミト反応による発熱で、原子炉冷却系の中での温度が、炉心の温度が

２０００近くなります。揮発性のよう素はほとんどここで出ます。 

 だから私も、ＮＵＲＥＧ－１４６５で気になっているのは、ハロゲンの放出率

が圧力容器貫通後の放出、これは先ほど本間さんが少し言われていましたけれど

も、あそこがちょっと多いんですね。実際は、今のシビアアクシデントの 新の

知見を使って計算すると、ほとんど原子炉冷却系の中で出てしまうというのがあ

ります。ですからそういう面はあります。 

 だけれども、その逆になることはほとんどありません。逆になるケースは、難

揮発性の放射性物質です。炉心の中でかなりヒートアップしてもなかなか出てこ

ない。圧力容器が貫通した後もなかなか出てこない。だけど時間が長いので、格

納容器の中でそういう難揮発性のものは少し余分に出ると、そういう形になりま

す。 

○平野主査 ４１ページのところで、圧力容器外放出でもってアルカリ金属とか

テルルとか、結構多いわけですね。それで、４２ページの方では、２時間で切る

と、その部分というのは入ってこないわけですね。だけど、現行の仮想事故と比

べると、先ほどの説明では、現行の仮想事故では、スプレイは健全で再循環モー

ドに入るとか、そういうことを仮定して良いという評価条件になっていると。そ

の評価条件の前提に立つと、早期圧力容器内放出までとるのが、現行のソースタ

ームとの比較ではそういう条件で比較するのが一つの方法ではないかということ

で受け取ったんですけれども、そういうどこまでのシビアアクシデントを考える

べきですかというようなことになれば、このところで切るのはおかしくて、その

先まで考えるということになるのではないですか。 

○梶本委員 原子炉圧力容器貫通前までを一つの目安としてとるかどうかという
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ところだと思うんですが、原子炉圧力容器が破損するまでを一つの目安にしてと

っているのは、 大の放出量を評価することになるので、ＮＵＲＥＧ－１１５０

ではこうしていると。例えば途中でＥＣＣＳが復帰するとか、そういうものを考

えて圧力容器を健全に守るような、これはスリーマイル島がそのとおりなんです

が、これは地途中でＥＣＣＳが復帰して、 終的には冷えてしまったわけですが、

このような場合になると格納容器の中には余り出ないと。ただ、希ガスはあの時

点で相当出ていますが、そういうこともあります。 

 だから、こういう評価をすると圧力容器内放出、圧力容器が貫通するまでをと

ると、一番見てたくさん出るらしいところというのが出ると。ただ、全体の平均

値ではありますが、格納容器の中に放出する 大限として考えるのであれば、圧

力容器貫通直前までをとれば大きい量がとれると。 

○平野主査 もう一回申しわけないですが、４１ページの時間軸でもって書いて

ありますね。例えばハロゲンでも良いんですけれども、これはハロゲンはほとん

ど増えていないのか。トータル量が、０．０５と０．２５で……。これはどう見

るんですか。 

○梶本委員 これは、炉心の内蔵量に対して何割出るかということが書いてあり

ます。 

○平野主査 一番 初の希ガスだと０．０５プラス０．９５、時間によってトー

タルが積算されるわけですね。 

○梶本委員 はい。 

○平野主査 その次の圧力容器外放出はゼロになっているということは、それぞ

れの時間における放出量というふうに私は思ったんですけれども。 

○梶本委員 例えば希ガスを見ていただきますと、希ガスは被覆管が破裂する時

の放出、０．５時間の中で５％が出ますと。早期圧力容器内放出で９５％が出ま

すと。この時点で全て炉心から出切って、格納容器の中にみんな出てしまいます

と。ですから、その後は放出はありませんと。 

○平野主査 ハロゲンの関係は。 

○梶本委員 ハロゲンの場合は、５％出て、２５％圧力容器内の放出があって、

そしてその時点でまだ炉心の中に残っていますと。その溶けた炉心が圧力容器を

貫通して格納容器の外に出ましたと。その時点で３０％近く出ますということで
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す。 

○平野主査 ということは、どこまでのシビアアクシデントを考えるかによって、

時間軸で足していくとすれば、核種によってはどんどん増えるわけですね。 

○梶本委員 そうです。それはそのとおりです。 

○平野主査 それで、現行の仮想事故とあえて比べる時に、どうして２時間で切

ったんですかという質問をしたんですけれども、それは先ほどの話では、私の理

解が正しければ、格納容器スプレイが健全で再循環モードに入るというようなこ

とは、今、安全評価指針では仮定されていると、評価条件で。そういう評価条件

を守る条件としては、早期圧力容器内放出までをとるのが適切ではないかという

ことで比較したというふうに思ったんです。 

○梶本委員 はい、そのとおりです。ちょっと言葉足らずで申しわけありません。

今、平野主査がおっしゃられたとおりです。 

○平野主査 時間が大分オーバーして申しわけありません。 

 それでは、この資料についてはここで止めたいと思います。 

 それでは、これで本日の会合は終わりたいと思いますが、その前に連絡事項が

ございましたらどうぞ。 

○重松安全調査副管理官 それでは、事務局から事務的なご連絡をさせていただ

きます。 

 次回の第４回会合でございますが、８月２０日午前の開催を予定しております。

詳細についてはまた後ほどご連絡いたします。 

 以上でございます。 

○平野主査 どうもありがとうございました。 

 また定刻を過ぎてしまって申しわけありません。今日の会合はこれで終わりた

いと思います。 

 どうもありがとうございました。 

午後５時１４分 閉会 

 


